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第１ 日 時  令和４年１月２５日（火） 自 午後１時３０分 

                     至 午後５時２４分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室 

 

第３ 議 題  残された論点の検討 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第１

１回会議を開会いたします。 

  本日は御多忙の中、御出席を頂きまして誠にありがとうございます。新年の御挨拶とい

うのには少し遅くなってしまいましたけれども、本年もどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

  本日も前回と同様、ウェブ会議の方法を併用した開催となりますので、こちらの方もよ

ろしくお願いを申し上げます。 

  まず、会議に先立ちまして本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当

局の方からお願いをいたします。 

○北村幹事 事務当局でございます。資料でございますけれども、部会資料１１につきまし

ては、残された論点について事務局において整理したものを記載したものでございます。

資料の内容については後ほど御説明いたします。参考資料といたしまして、法務省の調査

員として来ていただいている東北大学准教授の池田関係官作成の資料をお送りしておりま

す。また、赤石委員から提出された資料もお配りしているところでございます。 

  資料の説明は以上でございます。 

○大村部会長 それでは、本日の審議に入りたいと思います。 

  今御説明がございましたが、本日は部会資料１１に基づきまして、残された論点につい

て御議論を頂きたいと考えております。 

  では、まず最初に事務当局から、この資料１１について全体の御説明を頂ければと思い

ます。 

○北村幹事 それでは、部会資料１１について御説明いたします。 

  部会資料１１「残された論点の検討」といたしまして、「第１ はじめに」ということ

で本資料の位置付けを記載しております。そして、本資料で扱う論点の概観について第１

の２で記載しておりますけれども、そこで記載しておりますとおり、第２では、まず、祖

父母等が子を養育している場面等を念頭に、父母以外の者が子の養育に関与する場合の規

律の在り方について論点を整理しております。第３では、普通養子縁組がされた場合を念

頭に、子に複数の父母がいる場合の親間及び各親子間の関係に関する規律の在り方につい

て論点を整理してございます。第４では、親権などの子の養育に関する基礎的な概念の整

理を行うとともに、そのような概念を表現するための用語についての検討を行っておりま

す。第５では、これまでの検討において父母間の養育費請求権又は子の親に対する扶養請

求権の実現のための制度を再構築するという方向性にはおおむね異論がなかったというこ

とを踏まえつつ、その方向で検討を進める場合に、婚姻費用分担請求権をどのように扱う

べきかという点について検討を行ってございます。第６では、いわゆる連れ子養子縁組の

在り方との関係で、子の氏の変更に関する規律の在り方についても検討を行うべきとの御

指摘があったことを踏まえて、その点についての検討を行っております。第７については、

父母の離婚等に伴う子の養育の在り方に関連する論点のうち、明示的に取り上げていなか

ったものについて、２巡目の検討の対象とすべきと考えられるものがあるのかどうかにつ

いて御意見を賜りたいというものでございます。 

  それでは、第２について簡単に御説明いたします。第２については「父母以外の者が子
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の養育に関与する場合の規律の在り方について」ということになります。現行法の規律を

記載した上で、父母以外の第三者との関係で、父母以外の第三者が裁判所に対して子の監

護について必要な事項を定めることを求めることができるのかという点や、民法７６６条

等に基づいて、父母以外の第三者を子の監護者として指定すること、あるいは第三者と子

の面会交流を定めたりすることができるかという点について検討を行ってございます。こ

の点につきましては、２件の同じ日に出された最高裁決定がございまして、令和３年３月

２９日の決定でございますけれども、こちらを前提として議論をさせていただいておりま

す。 

  ４ページの２の検討のところになりますけれども、この最高裁の決定によれば、父母以

外の第三者は監護者指定の審判であるとか面会交流の審判を申し立てることができず、ま

た、監護者に指定されることなども想定されていないように思われますけれども、この点

について様々な御指摘があるところではございます。他方、また、誰でも子の養育に関す

る審判を申し立てられることとした場合には、潜在的な紛争当事者が増えることや濫用的

な申立ても増えるのではないかとの指摘も考えられるところでございます。 

  こういったところを踏まえて、６ページの課題ということで、父母以外の第三者も、自

らが子の監護者となることであるとか、自らと子との面会交流を求める審判を家庭裁判所

に申し立てることができることとすることについてどう考えるか、仮にそのような規律を

設ける場合には、第三者の範囲を一定の範囲に限定することが考えられますけれども、そ

の点についてどのように考えるか。仮に①のような規律を設ける場合には、濫用的な申立

てなどがあった場合の規律の在り方についてどのように考えるのか、仮に①のような規律

を設ける場合には、親権者の配偶者が子と養子縁組をしない場合において、その配偶者と

子との関係について監護者指定を活用することについてどのように考えるのか、というこ

とについて御検討いただきたいというものでございます。 

  第３については「養父母と実父母との関係等」ということで、現行法の規律をこちらに

記載してございます。連れ子養子の場合であるとか、複数回の縁組がされた場合の親権行

使ということで、７ページのところに簡単に図を記載してございます。現在の民法ですけ

れども、普通養子縁組によって子に複数の父母がいる場合であっても、その子は最新の縁

組による一組の父母、この資料上は養育父母としておりますけれども、その一番最新の縁

組による一組の父母によって養育されるということを想定しており、それ以外の親が子の

養育に関与することを想定しないようにも思われます。 

  そこで、９ページの検討の方ですけれども、部会資料９－１でも、縁組の後に実の親が

どのように関わっていくのかという御議論も頂いたところでありますけれども、こちらで

も併せて御検討いただきたいということでございます。 

  １０ページから１１ページのところに課題とありますけれども、普通養子縁組によって

子に複数の父母がいる場合に、その親間の関係であるとか各親子間の関係について、現行

法上、明確な規定がないなどといったことも踏まえまして、まず①として、先ほど申し上

げましたように、原則として一組の父母が子を養育することを想定している、そして、そ

れ以外の親の関与を想定していないように見えるけれども、このような想定を維持すべき

なのかどうか、また、そもそも民法が子の養育を一組の父母が担うと想定されていると考

えていることについては、それをそもそも維持をすべきなのかどうか、あるいは②で、未
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成年養子縁組後に実親等も親権者になることができるとする規律を設けることについてど

のように考えるのか、③未成年養子縁組後に実親等も子の監護者となることや、子との面

会交流を求める審判を申し立てることができるとすることについてどう考えるのか、そし

て、④濫用的な申立てがあることも想定されますので、そのような場合の規律の在り方に

ついてどのように考えるのかといったことについて御検討いただきたいというものでござ

います。 

  第４は「子の養育に関する概念・用語の整理」ということをさせていただいております。

親権であるとか監護、監護権、養育、子に対する扶養といった概念、親子関係に関する基

本的な概念であるにもかかわらず、その内容は法的に必ずしも明らかではないようにも思

われます。また、親権といった用語は、あたかも専ら親の権利であるかのようであって、

親子関係を表す語としてはどうなのかという御意見もあるところでございまして、今回、

様々な子の養育に関わる規律について御検討を一読の中でさせていただいてきたこともご

ざいますので、それらの検討を踏まえまして、それらの用語について御検討いただきたい

というものでございます。 

  １２ページの方には親権について記載しております。一般的に親権とは子の監護及び教

育をする身上監護権と、子が財産を有するときに、その管理をしたり、子の財産上の法律

行為について子を代理したり、同意を与えたりする財産管理権とからなると解されておる

というところでございます。なお、従来の用法に従って、この資料でも身上監護権及び財

産管理権という形で「権」という言葉を用いておりますけれども、民法８２０条が、親権

を行う者は子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うと規定して

おることからも明らかなように、「権」としておりますけれども、いずれも権利であると

同時に義務としての性質を有するという理解を前提に資料を記載してございます。また、

監護権についても、７６６条１項等によれば、父母は親権者とは別に子の監護をすべき者

を定めることができるとされております。これは、一般的に親権から身上監護権を切り出

して父母の一方に専属させるものであると解されているところでございます。 

  このように親権が監護権と財産管理権とからなると考えるのであれば、監護者というも

のは財産管理権を除いて子に関する全ての事柄を決定することができそうですけれども、

監護者が指定された場合に、親権者は財産管理権以外の事項について一切関与することが

できなくなるのかという点については、必ずしも定まった見解はなく、特に重要な一定の

事項についてはなお親権者の下に決定事項が留保されているという見方もあり得るように

も思われます。監護権の範囲については、どのような見解を採るとしても、監護権が子と

の関係で極めて重要なものであること自体には違いございません。ただ、監護権、現行法

においては、監護者が指定されている場合であっても、そのことを公証する手段は用意さ

れてございません。こういった検討等を踏まえた上で、まず、親権等の用語についてどの

ように考えるのかということについて御議論いただければと思います。 

  先ほども申しましたように、いずれもこれらは「権」という言葉を用いておりますけれ

ども、親権者にとってこれらの権限を行使するかしないかという点や、どのように行使す

るかという点に自由裁量はなくて、子の利益の観点から一定の制約を受けているものと解

されているところです。そうすると、これらの各概念というものは、親が負っている子の

利益を図る義務又は責任を中核とするものであって、権限についてはそれを果たすために
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付与されているものという方が自然であるようにも思われます。いずれにせよ、その概念

に「権」の語を用いることはどうなのかというところ、あるいは責任や義務というのを強

調する語を用いることがよいのか、様々な御意見等があろうかと思います。 

  １５ページの参考のところには、我々が把握している形でそのまま抜き出したものです

けれども、海外における用例も表しております。ただ、ここに注意で付けておりますけれ

ども、これらは参考のために機械的に置き換えたものということで、正確に訳すためには、

やはりそれら各国の法概念の内容も含めた検討が必要であろうとは思われますが、今回の

検討の御参考の一つにしていただければと思います。 

  監護の在り方についての決定と現実の具体的な監護というところで、部会資料６で様々

な決定について、離婚後の帰属の在り方について検討を行ったところでありますけれども、

親権の一部である身上監護権、監護権については、子に関する決定のみならず、子を直接

監護、教育するという事実上の行為を行う責任も含まれるところでございます。このよう

な観点を意識して、外国法では監護の在り方についての決定に関する部分と現実の具体的

な監護に関する部分を区別した上で、規律を設けている例もあるようでございます。そう

したところも、この監護権、そもそも可分なのかどうかというところも議論になるところ

でございますので、その点について、親権が一部親権制限できるのかというところも踏ま

えて記載をしております。監護権と法定代理権というところ、親権と監護権が分属してい

る場合における子の代理権の在り方についても検討が必要ではないかということを記載し

ております。 

  それらの検討を踏まえた上で、皆様に御検討いただきたいところの課題として、１８ペ

ージのところでございます。①親権及び監護権の法的な性質について、親の子に対する子

の利益を図るための責任及びそれを果たすための権限であると捉えた上で、親権等の語を

適切な語で置き換えることを検討することについてはどのように考えるのか、また、親権

の有無とは独立に親子間に発生する親の責任や義務、扶養義務等についても民法上、名称

を設けて明確に規定してはどうか、②親権及び監護権の概念について、子の観護の在り方

についての決定に関する部分と具体的な現実の監護に関する部分とを分けて規律の在り方

を検討することについて、どのように考えるのか、③親権及び監護権について、例えば医

療、教育といった領域ごとに父母のそれぞれに分属させることについてどのように考える

のか、④監護者が指定されている場合における親権者の法定代理権の行使の在り方につい

て規律を設けることについてどのように考えるのか、について御検討いただきたいという

ものでございます。 

  （注１）に記載しておりますけれども、仮に①及び②の方向で検討を進めるのであれば、

一案としては、親の子に対する責任とそれを果たすための権限について、親子関係から当

然に発生するものを、例えば親責任などと、子に関する決定についてのものを決定責任、

子の事実上監護に関するものを監護責任などと呼ぶことが考えられます。この場合には、

全ての親が親責任を負って、そのうちの全部又は一部が決定責任を負うといったことも考

えられるところでございます。 

  続きまして、１９ページの養育、監護、扶養についてですけれども、養育という言葉に

ついてはどのように考えるのかについて検討を行ってございます。実は民法上、養育の語

は８２８条において用いられているのみでございまして、それ以外の条文では養育という
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という言葉は使われておりません。８２８条、実務上これが問題になるということは余り

ないというか、なかなかこの条文を使っている例というのは見たことはありませんけれど

も、子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければ

ならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺し

たものとみなす、というところで養育という言葉が使われております。なかなか難しい条

文ではありますが、その考え方について一つ考えられるところを事務局の方で記載してお

ります。こういった検討を踏まえた上で、養育という言葉をどう考えるのか、この８２８

条の養育という言葉についてどう考え、さらに子の養育、監護、扶養といった概念、用語

について整理を行うことについてどのように考えるのかということについて御検討いただ

きたいというものでございます。 

  ２１ページからは、「養育費と婚姻費用の関係」でございます。先ほど冒頭で申し上げ

ましたように、養育費については部会資料３におきまして詳細に御議論いただいたところ

でございます。その検討を踏まえまして、婚姻費用分担請求権全体と養育費等を同等に扱

うことができるのかどうかについて御検討いただきたいというものでございます。具体的

には、２３ページのところの課題でございますけれども、未成年子を有する父母が婚姻中

に別居している場合における同居親からの婚姻費用分担請求権についての実体法及び手続

法上の規律の在り方について、子の養育費請求権に関する見直しを検討していることとの

関係も踏まえてどのように考えるのかというところの御検討いただきたいというものでご

ざいます。 

  第６は「子の氏の変更制度に関する規律」ということで、こちらも未成年養子縁組にお

きまして検討いただいた際に出た御意見を踏まえて、氏の変更について、例えば子の氏の

変更に関する７９１条１項の規律について、一般的に又は特別の場面に限って家庭裁判所

の許可を不要とすることについて、どのように考えるのかということについて御検討いた

だきたいというものでございます。また、７９１条の３項の関係ということで、自ら単独

で氏の変更を申し立てることができる年齢を引き下げるのかどうか、その点について、あ

るいは自ら単独で氏の変更を申し立てることができない子の氏の変更手続について、親権

者でない親を手続に関与させることについてどのように考えるのかということについて、

御検討いただきたいというものでございます。 

  最後に、第７でございます。「その他」でございます。父母の離婚等に伴う子の養育に

関して、この１巡目で様々な御意見、御議論を頂いてきたところでございますけれども、

明示的に取り扱っていない論点のうち、部会の２巡目の検討で取り上げるもの、飽くまで

もこの離婚等に伴う子の養育に関してということでございますけれども、２巡目で取り上

げるべき残しているものがあれば、御意見を賜りたいというものでございます。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務当局から部会資料１１について説明がございました。７項目に分かれてお

りますけれども、第１が「はじめに」ということで、第７が「その他」、その間に五つの

論点に関する説明が記載されております。本日はこの資料を三つに分けまして、すなわち、

まず第１に第１から第３まで、１ページから１１ページまで、そして第２から第４、１１

ページから２１ページ、最後に第５、第６、第７、２１ページ以下という形で御議論を頂
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きたいと考えております。 

  そこで、まず部会資料の「第１ はじめに」の部分、それから「第２ 父母以外の者が

子の養育に関与する場合の規律の在り方」、そして「第３ 養父母と実父母との関係等」、

この部分について意見交換をお願いしたいと思います。第１から第３までの部分につきま

して御意見がございましたら、自由に御発言を頂ければと思います。 

○棚村委員 棚村です。まず、第２の部分で、父母以外の者が子供の養育に関与するという

ことで、今問題になっているのは祖父母等ということだと思います。これについては、課

題のところでありますように、最高裁の直近の決定があって、実務では積極的に認める立

場と、それから消極的な立場が分かれてはいましたけれども、実務上は、祖父母等でお子

さんの監護に関わったり、それから、やはり交流が適切だというケースについては認めて

いるものもかなり見られていました。そこで最高裁がこういう判断をしたわけですけれど

も、少子化とか、あるいは共働きの一般化に伴って、祖父母等が子供の養育を実質上サポ

ートしているとか、あるいは、この例の中でも出てくるのですけれども、親権の濫用とか、

いわゆる親権喪失、停止までは行かないけれども、かなり子供との関係が悪化している、

不適切な養育も見られるというようなケースで、親権制限の制度を使うまでではないのだ

けれども、ある程度子供の監護関係や、事実上の生活を安定させたいというときに、肯定

しなければいけない場合があるのではないかということを考えております。これは新注釈

民法等でも判決の評釈等でも述べさせていただいたところですので、６ページの父母以外

の第三者というとき、祖父母もあるのですけれども、里親さんとか、叔父叔母など、実際

のケースもありますので、一定の者が家庭裁判所を通して面会交流とか監護者の指定とい

うことを認められる可能性というのは認めた方がいいのではないかと思います。 

  諸外国等でも、第三者の監護者の決定、指定とか、養育命令みたいなことができるとか、

親責任やいわゆる親権の一部移譲とか、そういういろいろな制度の中で、親に代わり得る

役割を果たしてきたとか子供と実質的な関係を有してきた者については、家裁の関与で監

護者の指定に相当するような決定ができるというところが多くなっています。オーストラ

リアを見ますと、養育命令とか養育計画、これを父母以外の第三者、祖父母等も想定して

いるわけですけれども、継親ということもあり得ると思うのですけれども、家族コンサル

タントのカンファレンス、要するに家裁の調査官の関与みたいなものをきちんと確保して、

この辺りが父母の場合と少し差別化を図るなどして、申立てができる要件の設定の仕方を

重くし、子供と実質的な関わりを持っていること、それから、子供の利益になるというこ

とを積極的に証明をするというようなことで、父母の養育に不当に干渉するとか不必要に

介入するということを避け、迅速な子の監護、養育の安定した環境を確保しようとすると

ころが多くなっています。このような場合でも、父母による養育が何らかの形で十分でな

いときに、それに代わる人が面会交流なり監護者の指定ということを通して適切に関与で

きる余地を認めていくという趣旨です。ですから、この御提案にあるような濫用の申立て

とか、混乱が生じないような一定の配慮が必要になってくるとそれから、養子縁組なんか

がされた場合に、特に連れ子養子みたいなときも、親権というものを一応持つわけですけ

れども、こういうような監護者指定ということを活用することによって一定程度紛争を解

決したりすることが期待されます。もっとも、この場合でも、監護者がどういう内容の権

限とか責任を負うかというのは、明確にしなければなりません。 
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  少し長くなりましたけれども、基本的には６ページの課題の３のところで、父母以外の

第三者の監護者指定とか、あるいは面会交流ということについて、積極的に検討した方が

いいだろうと思います。一応、この点についてはこれぐらいにしておきます。 

○大村部会長 ありがとうございました。第２の父母以外の者を監護者に指定するという問

題につきまして、まず第１点として、そのような余地を認めるべき場合があるのではない

かという御意見を頂きました。また、第２に、外国の立法例について御紹介を頂き、最後

に第３に、そのようなものを認めていく上で、要件の設定をどうするのかということにつ

いて十分に検討する必要があるのではないかという御意見を頂戴いたしました。ありがと

うございます。 

○武田委員 親子ネットの武田でございます。皆様、今日もありがとうございます。まず、

第２に絞って発言をさせていただければと思います。第２の論点、父母以外の者が子の養

育に関与する場合という論点が挙がりましたので、実は今日の会議に先立ちまして、私ど

も親子ネットの会員、祖父母の会員ですね、１０名程度のおじいちゃん、おばあちゃんか

らお話をお聞きする機会を設けました。弊会では当事者に加えて当事者の家族も会員とし

ておりまして、圧倒的に多いのは祖母ですね、当事者のお母さん、子供にとってはおばあ

ちゃんということになります。したがいまして、ここからの意見は主に祖父母を意識した

見解であるということを先にお断りさせていただきまして、紹介をさせていただければと

思います。 

  祖父母と一言でいっても、それぞれ境遇は異なると思っております。当事者御本人が父

親のケース、母親のケース、また、その当事者が置かれている状況ですね、具体的には、

祖父母と当事者で何とかお子さんと断絶にならないように頑張っているケース、こういっ

たケースは実は少なくて、どちらかというと当事者の御本人が心身を病むケース、もう子

供のことを含めて考えられなくなってきている、このようなケースにおいて、祖父母の皆

さんが我々親子ネットの会合に来て、何かヒントがないかということで探してお越しにな

るケース、そういう方が非常に多うございます。中には当事者御本人、つらい話なのです

が、自死などで亡くなってしまっている方もいらっしゃいます。こういった皆さんは、先

ほど御紹介がありました最高裁の判例を見てまた愕然としておられたのですけれども、何

とか祖父母への面会交流も認められるような法改正を求めて、活動されている方もいらっ

しゃいます。ただ、こういった皆さんに共通しておりますのは、今日、監護権というテー

マも上がっておりますが、そもそも監護権どころか、母親であってもお嬢さん同様、お孫

さんに全く会えない、祖父母、別居親ともにゼロ面会という方がほとんどでございます。

今回ヒアリングをした祖父母の皆さんでお孫さんと会えている方は僅か１名でございまし

た。こういった祖父母当事者の意見も踏まえて、６ページ記載の課題、それぞれに関して

意見を述べさせていただきたいと思います。 

  １点目、祖父母が監護者指定、面会交流を求める審判、これは是非申し立てることがで

きるように進めていただきたいと思います。先ほど自死の例を出しましたけれども、この

ヒアリングの中でも、このケースでは自死されたお嬢さんの配偶者はもう再婚しておられ

ました。しかしながら、その元配偶者とお孫さんの間での養子縁組がされていない、そう

いうケースです。この祖母当事者がおっしゃっておりましたのは、もし娘の元夫がまた死

亡するようなことになったら孫はどうなるのかと、そのような場合には、孫は大切な娘の
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忘れ形見であると、何とか養育に関与したいと、そのために、このおばあちゃんはお孫さ

んと断絶して既に１２年たっているのですが、「１２年顔を見ていないけれども、その前

に一目でも会いたい、娘が子供をどれだけ大事に思っていたか、ばあばから伝えてあげた

いと、あなたのことを愛しているばあばという存在もいるということを伝える方法が欲し

い」と、このような意見でございました。決定において、監護者指定、面会交流をどのよ

うな頻度で認めるか、これは個々の事案によるものだとは思いますけれども、まずはこう

いった監護者指定、面会交流を求める権利、これを祖父母の皆さんにも是非認めていただ

きたいというのが私の意見でございます。 

  次に、②、第三者の範囲に関して申し述べさせていただきます。先ほど申し上げたとお

り、私どもの会員は当事者以外はほぼ祖父母でございますので、本日時点でおじ、おば、

これをどこまで広げるかというところに関しましては、今日は意見は控えさせていただき

たいと思います。とはいいながら、従前から私どもが、申し上げているとおり、親に限ら

ず、子供は多くの無償の愛情を注いでくれる方々に囲まれて育った方がよいということが

私どもの基本スタンスでございます。したがいまして、一つの要件になるとは思うのです

けれども、過去に同居したことがある者に限定すること、少しこのような要件の立て方と

いうのは現時点では否定的な考えでございます。 

  あと、親族との交流について１点、申し添えたいと思います。改めてになりますが、面

会交流、継続的に会えているのは我が国で約３０％、この中で別居親以外の祖父母や親族

に会うこと、これを明示的に制限されているケース、これはございます。また、１回２時

間などの時間的制約ですね、時間的制約により別居親以外の祖父母や親族とは会えなくな

っているケース、これも非常に多くございます。そのような中で、まだ文化としてあると

思っているのですが、年に１回、親族で集まると、このようなところで、よく遊んだいと

このお兄ちゃんと遊びたいというようなお子さんの意見、あと、逆に別居親側のいとこか

ら、「どうしてあの子は来られなくなってしまったの、もう会えないのと」、こういう素

朴な疑問が出てきて、誰も大人が答えられない、こういった現状もあると思っております。

この辺り、本来であれば面会交流のテーマで取り上げることかもしれませんけれども、こ

ういったいとこを始めとする親族との交流に関しても、先ほど棚村先生から、要件と、計

画の中にというような御発言もありましたけれども、こういった取決めの中に、親族を始

めとする交流の取決め、実行がなされるよう検討する必要があるのではと考えてございま

す。 

  最後に③、濫用に関してです。濫用的な申立てがあった場合、これも祖父母の皆さんか

ら意見がございました。両親にも増して、祖父母間で相手方の悪口、こういったことを孫

の前で平気に話題に出すというようなことが多いという指摘もございました。こういった

ことが濫用的な申立てにつながるようなこと、これらも想定して、一定の規律を設けるこ

とは前提として必要であろうと、このように考えます。 

  長くなりましたが、まずは第２に関してということで、以上でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。祖父母に当たる方々の意見等を踏まえてということ

で、この第２の提案の基本的な方向性には賛成するということだったかと思います。その

上で、範囲についての御意見は、絞り込みについては余り賛成でないという御意見だった

でしょうか。 
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○武田委員 明確に申し上げられないということです。 

○大村部会長 そして、濫用については対応が必要だという御意見だと伺いました。ありが

とうございます。 

○戒能委員 ありがとうございます。戒能です。少し抽象的なことでもよろしいでしょうか。

事前の御説明などを受けて、それから、今までの議論をずっと見てきて、１９４７年に現

行の家族法が改正されておりますけれども、多くの点で概念が明確ではない、それから、

規定がそもそもないというようなことが極めて多いということに改めて気付かされており

ます。それがどういう要因によってもたらされているのかということも、よく考えていく

必要があると思います。家族法が第二次世界大戦後、改正された時点からもう７５年たっ

ているわけですね、その間に、大きな改正がなされようとしたりしたけれどもかなわなか

ったとか、改正が幾度かあるわけなのですが、もちろんその背景には家族の変容、大きな

変容があります。その変容をどう捉えるか、その中で、今回どういう議論をして家族法改

正というゴールにどういうふうに行くのかということを、深く考えたいと思っています。 

  もうこれは家族法の研究者の方々には言うまでもないことなのですけれども、４７年の

家族法改正のときは、やはり戦前の家制度の否定ということが非常に大きな要素としてあ

りました。ですから、家族という概念自体が出てこないというような集団主義的な思考を

排除したということがありますが、同時に憲法の理念ですよね、１３条とか２４条、個人

の尊厳と男女平等というような、そういう個人主義的な考えを尊重して組み立てていった

と思います。規定がないというのは、これは利谷信義先生がおっしゃっているように、白

紙条項が大きな役割を果たしたということがあります。非常に柔軟に当事者間の協議に任

せると、それはもちろん家裁の後見的機能を前提としておりますけれども、そこの意味と

いうのをもう一度考えていく必要があるだろうと思っているのです。 

  それで、二つ側面を考えたのですが、一つは、白紙条項というのは柔軟性ということが

あって、家族の変容にも改正しなくても対応できるという機能を果たしたのですが、同時

にそこに個人の自律性の尊重というのが、プラスの面として考えれば、あるのではないか

ということなのです。それが十分機能したかというのは別の問題でありますけれども、や

はり家族の自律性というものをどう尊重していくか。ですから、抜けている規定など、今

の段階の議論は多分、そういうものを全部出してみて、そこから出発して考えるのであっ

て、それが全て規定されていくわけではないということは重々理解しておりますけれども、

やはり家族の自律性、あるいは個人の自律性ですよね、離婚を選ぶと、離婚してシングル

マザーあるいはシングルファーザーとして子育てを行っていくということを選ぶというこ

との尊重という側面がある。それをプラスとすれば、マイナスの側面としては、これも言

うまでもないことなのですが、力関係の差がそこでは左右していくということ、対等な関

係の協議にならないということがあるということなのです。ですから、その辺を注意して

見ていかないと、そのマイナスの面をどう克服して、新しい規定や、考え方を設計してい

くかということが求められているのではないかと思うわけです。 

  これは私の個人的な考え方なのですけれども、対等性というものは主に、雇用の関係で

もそうですし、教育の関係でもそうなのですけれども、社会における対等性が整備されて

いかなければ、それは家族の関係における対等性も作られていかないけれども、少なくと

も非対等性を作らないというような、あるいは防ぐというような家族法規範を作っていく
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ということが大事ではないのかと思っております。そういう考え方の下で、現実の社会に

ある問題をどう解決していくかということが目的でありますから、オートノミーの問題も

意識しながら、そういう力関係、家父長制みたいなものですよね、それを再生産しないよ

うな、そういう規範を目指していくべきだと考えているということを一言申し上げました。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○大村部会長 ありがとうございます。１９４７年の家族法大改正から約７０年たっている

ですが、新たな観点から立法を見直す必要があるのではないかということで、その際の基

本的な考え方について御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。 

○佐野幹事 佐野です。棚村先生が先ほどおっしゃったことともほとんどかぶってしまうの

ですが、すみません、言わせていただきます。 

  実はこの第三者への監護者指定、非常に実務的には必要性が高く、これがないことで、

なかなか実親からの引渡し請求を阻止できないといった事態が生じています。ですので、

こういう形で規律、明確化するということには非常に賛成しております。③にありますよ

うに濫用的な申立ての可能性も否定できないというところは②、その範囲を限定する規律

により対応すればよいのではないかと思います。ただ、この範囲については、子供の成長

発達に資するところが目的ですので、子供から見た関係性の重要性をきちんと捕捉できる

ような形で規律ができないかと思っております。 

  もっとも④については、唐突に出てきた感があります。前回、前々回ですか、養子縁組

をしない場合の連れ子養子と実親の配偶者の関係がどうなるのかという問題意識から出て

きたのだと思うのですけれども、ここについてはまだ考えがまとまっていないのですが、

ただ、実親の配偶者が親として子供に対して頑張ってしまって、それで継父母と子供の関

係が悪くなって虐待が生じているという事案も児童福祉の現場ではよくあるパターンです。

そういう意味では、子の監護者として指定する、こうやって義務を課すということがプラ

スに働くのか、マイナスに働くのか、これによって一体何を達成しようとしているのか、

ということはよく考えなければいけないのかなという気がいたしております。 

○大村部会長 ありがとうございました。これまでに出ている基本的な方向、第２の方向で

検討する、ただ、範囲と濫用の可能性については留意をする必要があるという考え方に賛

成された上で、その範囲の画し方についての御意見と、それから、６ページの課題の中に

出ている④について、何を目指しているものなのかは慎重に検討をする必要があるという

御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。 

○落合委員 先ほど大村先生のお声がよく聞こえなかったんですけれども、私だけですかね。 

○大村部会長 こちらの声はどうですか。 

○赤石委員 大村部会長の声が途切れて、おまとめのところがよく聞こえなかったので、少

し前に戻って御発言いただけますと幸いです。 

○大村部会長 分かりました。赤石委員、ありがとうございます。それでは、少し戻るとい

うか、佐野感じから御発言を頂きましたけれども、御意見は、これまでに出ている大きな

方向性には賛成するということで、第２の問題について積極的に検討する、ただし範囲の

問題と濫用に対する対応を考える必要があるのではないかということを踏まえた上で、一

つは範囲の画し方についての御意見を頂きました。それから、もう一つは、６ページの④

の提案、養子縁組が関わる場合の取扱いについては、この規律で何を目的にするのかとい
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うことを考慮しつつ慎重に検討する必要があるのではないか、こういう御意見だったとま

とめさせていただきました。 

○落合委員 落合です。私はこの祖父母のことと養父母のことと併せて、割と広い視野から、

家族社会学者にはどう見えるかというような話をさせていただきたいと思います。 

  まず出発点は、この１１ページにあります一組の父母が子を養育するということを想定

している法律の仕組みが狭いということだと思うのです。これが非常に核家族的でして、

非常に狭いと。先ほど棚村先生から、この頃は共働きということもあるので、祖父母がも

っと関わるようになってきているというようなお話があったのですけれども、私の認識は

少し違いまして、祖父母の関わりは今も大きいですけれども、昔はもっと大きかったと思

うのです。祖父母だけではなくて、もっといろいろな多様な親族が関わっていたと。です

から、戦前ですとか戦後しばらくの方が、例えば、祖父母の下に預けられて、預けっ放し

て育てられている人というのがいたと思います。ですから、今新しく生まれてきている状

態なのではなくて、元々親族というのは子供の養育にいろいろな角度から関わっていたの

だけれども、法律ではそのうちの実の親二人だけというのが切り取られてしまったという

のが社会学的な認識だと思うのです。 

  日本の歴史だけではなくて、国際的に見ましても、例えばアジアの国で調査などをしま

すと、隔代家族というものがありまして、それは中抜けなのです。親世代がいなくて、例

えば出稼ぎに出ているとかで、おじいちゃん、おばあちゃんが孫と同居していつも育てて

いる、親は年に２回ぐらい顔を見に来るとか、そんなようなものもあるのです。これは別

に異常なこととは思われていなくて、フィリピンでもタイでも中国でも、異常なことでは

なくて、まああることなのです。ですから、そういう様々な育て方をしている社会がある

のに、一組の父母が子供を育てるのが当たり前だという法律は非常に狭いと思います。 

  今、ヨーロッパやアメリカでも親族の復権ということが言われています。養子に出すよ

うな場合も、養父母だけがいればいいのではないと、子供にとってはやはり自分がどうい

うつながりの中にいるかということがアイデンティティということで重要なので、大きい

親族のつながりの中にその子供を入れていく、それが親族里親の推奨などにもなっていく

のですけれども、そういう親だけではない親族の広がりが子供の養育には非常に重要だと

いうのは、欧米圏でも今は見直されているところだと思います。ですから、広めに、監護

者にしても親権を持つ人にしても、親権の定義にもよりますけれども、広めにしていくと

いうことは一般的によい方向だろうと私は思っています。 

  ただしなのですけれども、日本の現実で何が起きているかといいますと、この親族によ

るサポートというのが細ってきているというのが現実なのだろうと思います。例えば、親

が子の面倒を見られなくなったときにおじさん、おばさんなどが引き取ってくれる可能性

が下がっているということがあります。そういう中で祖父母の役割を大きくすると、心配

なこととしては、祖父母が若い世代に介入する離婚というようなこともありますよね。で

すから、両方の祖父母が自分の娘なり息子なりを囲い込んでしまって、それで子供のパー

トナーから親権を取り上げてしまうというか、関われなくしてしまうような形での祖父母

の介入というものも十分に考えられます。ですから、濫用といいますか、よかれと思って

いるのでしょうが、そういう懸念もありますので、その辺りを踏まえてなのですけれども、

ただ一般論としては多くの人が関わっていくようにという方向に緩めていくのが正しいだ
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ろうと思います。ただし、それが親族だけではなくて、国家の責任もありますので、親族

だけで子供の面倒を見ろというのもまた少し違うと思うので、親族とそれ以外、公的な責

任ですかね、そのようなものを広く取れるように書き込んでいくのが望ましいと思ってお

ります。 

○大村部会長 ありがとうございます。ここまで第２と第３のうちの第２を中心に皆様から

御意見を頂きましたけれども、落合委員の方からは第２、第３を併せた形で、親族の養育

関与を広く認めるという方向で考えていくべきだという御意見を頂戴いたしました。その

上で、ただ、祖父母の介入等が弊害をもたらす場合があるので、それについては対応する

必要があるだろうということと、国家の責任がそれでなくなるわけではないので、その点

についても留意する必要があるという御指摘を頂いたと理解をいたしました。ありがとう

ございます。 

○赤石委員 表示名が変えられなかったので、Ｊになっていますけれども、よろしくお願い

します。 

  父母以外の第三者が子の監護者になるとか、面会交流を求めるというようなことについ

てなのですけれども、監護者になる、それから面会交流を求める、あるいはそういった法

律的な要素ではなく、子を育てるときにいろいろの大人が関わるといったような発想が何

か混在して議論されているように思います。私は子供を育てるのを複数の大人、親以外の

大人が関わるということは基本的にはよいことだと思っておりますが、法的にどのように

するのかというのは少し別の話題ではないか、別の議論ではないかと思っております。 

  まず、子の監護者が増えていくといったことが本当に子の福祉に資するのかという、い

ろいろな義務、責任が生じている人が増えていくことによって、船頭多くして混乱を生ん

でしまう、子の本当にメインで責任を負っている人が子の監護をスムーズにやっていける

のだろうかといったことを少し疑問に思いました。 

  私ども会員の方にお聞きしていると、祖父母の関わりですね、離婚した後、元夫さん、

子供の父親とは面会はしているけれども余り親しい関係ではないが、元配偶者の両親はよ

く子供の面倒を見てくれるので、いろいろな出張とかそういうときに祖父母に預けていま

すみたいな、そういうお願いをしている方たちはいらっしゃいます。今までの関係を継続

して、ちゃっかりなのかもしれませんけれども、そういった関係の中で仕事を継続すると

いった方がいらっしゃいますが、それはそれでございまして、その方たちが監護者になる

とか面会交流権を主張するとかいうのは、少し別の話かなと思います。そういった監護者

になることによって不当な介入を認めてしまうということは、少し危惧するところです。

先ほど、おいとことさんとの交流とかありましたが、そういうのも積極的にやれるような

方策はもちろんあってよろしいかと思います。ですので、基本的にはここで、第３の方も

そうなのですけれども、議論されている方向には消極的です。 

  また、６ページの③、濫用的な申立てということが議論されておりますが、子の養育に

関するいろいろな法的なステージで濫用的な申立てというのはいろいろ議論がされていま

すので、全てのステージで濫用的な申立てについては制限をすべきであると私は思います。

ここに限らないと思っております。 

  ６ページの④については、同性愛カップルで親権者の配偶者になれないパートナーが監

護者指定を活用するということがあるのであれば、場合として分かるのですけれども、そ
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れは同性婚を認める方向でやっていくべきではないかと思っております。場合がよく分か

らなかったので、そのように議論しておきます。 

  子育てに関わる大人が増えていく、一組の夫婦だけが子供を育てるというのではないで

すよねという議論は、もちろん私も正しい方向だと思うのですけれども、であれば、離婚

後の子供の養育に関して議論するのではなく、婚姻内の法律婚夫婦の間でも子の監護者が

増えるとか、そういった議論が出てくる余地があると思いますけれども、ここでだけ出て

くるというのも少し何か不思議な感じがいたしました。 

  第３については、また議論させていただきたいと思いますので、一応ここまでとさせて

いただきます。 

○大村部会長 ありがとうございます。赤石委員の基本的なお考えは、ここで扱われている

問題、監護や面会交流の問題について、法的な側面と事実上の問題としての側面を区別し

て考える必要がある、前者に限って言った場合には、義務や責任を多くの人に課すことに

は消極的な意見を持っているということだったかと思います。その上で、濫用的な申立て

等については、これは一般論としての対応が必要である、それから、④の部分との関連で、

どういう場合を想定しているのかという議論の範囲の問題についての御指摘があったと理

解いたしました。ありがとうございます。 

○水野委員 ありがとうございます。申立権を認めるかどうかという問題の前に、今、赤石

委員から、法的な問題と事実の問題は違うという御発言がありましたけれども、私も近い

判断でございます。まず、大きな一般論でいいますと、落合委員が言われましたように、

育児において、子供に関わる人が多い方がいいだろうと思いますし、現代の孤立した親子

関係ではなくて、群れによる育児が、本来とても健康的なものだろうと思います。親族で

あれ、保育園であれ、子どもに関わる人が多い方が健康的ですから、児相の現場では、虐

待が疑われる危ない親に保育園に預けることを説得できると非常にほっとするという現実

があるそうです。 

  ただ、申立権を認めるかどうかという法的な設計については、私は消極的です。関与す

る個人に司法への申立権を認めて、そして司法権が直接その是非を判断するという設計は、

今の日本の現状ではふさわしくないように思うのです。ドイツ法にしてもフランス法にし

ても、年間数万件の親権制限判決が出ております。人口はフランスの倍の日本では、親権

喪失と親権停止を合わせてやっと三桁に届くくらいにとどまっています。そういう現状を

前提にしたときに、当事者がいきなり裁判所に申し立てるという筋よりも、例えば児相長

に申し立てて、児相長が状況を調べて子の福祉のために動くという設計の方が、日本では

まず充実させるべき方向なのではないかと思うのです。その背景には育児支援への公的介

入が圧倒的に足りないという日本の構造的な問題があります。家族の誰かが個人として司

法へ提訴するという設計は、個人は非常に脆弱な存在ですので、例えば里親などの個人が

実親と直接司法で戦うという設計は余り感心できません。７６６条についての最高裁のこ

の前の判断も、そういう意味では、一つの合理的な判断であるような気もします。 

  明治民法のときから親権喪失制度があって、親族に広く提訴権を認めてきましたけれど

も、これは実際には、今様常盤御前判決みたいなろくでもない事案が僅かにあっただけで、

親権喪失をさせた方がいい虐待のような典型的ケースには全然機能しませんでした。条文

は母法にならって、検察官が提訴できることにしてありましたし、本来はそこが機能すべ
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きでした。母法のフランス法では、調査と支援を担当する社会福祉行政と連絡を取って、

強制的支援の方法としてほとんど検察官が提訴しているわけですけれども、日本では検察

官が民事で働きませんので、親権喪失制度は、機能してこなかったわけです。公的な機関

が親の育て方を調査して提訴まで積極的に働くという制度設計をする方が、日本の近未来

の制度設計としては本筋だろうと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○大村部会長 ありがとうございます。水野委員からも、法的な問題と事実に関わる問題と

を区別すべきだという御意見を頂き、その上で、具体的な問題については、裁判所への申

立権については消極的に考える方が日本の状況に合っているのではないかという御意見を

頂きました。 

○大山委員 大山でございます。６ページの第２の課題について申し上げたいと思います。 

  こちらで御提案いただいておりますとおり、父母以外の者による子の養育への関与の在

り方について、何らかの規律を設けて規定をするとの方向性については賛成です。その上

で、この第三者の範囲ですとか、先ほど来、両論のご意見が出されておりますけれども、

やはり実際、今、家族の在り方も多様化しつつあります。事実婚も増えておりますし、ま

た、先ほど御指摘があったとおり、ＬＧＢＴの方が３人で子育てを始めている、そのよう

な時代に入ってきております。こうした中で、例えば、同性婚を認めてからという話にな

ると、鶏と卵で、日本でそういった法制がいつできるのかということにもなってしまいま

すので、この第三者の範囲というのを広めに取るという、どちらかというと落合委員の御

意見に近いような考え方を持っております。ただ、そうはいっても、濫用のところはきち

んと担保しなければいけないとも感じておりまして、やはりきちんと要件のところで実質

的にどのようなことの関わり合いがあるのか、それは法律上の関係だけではなく、実際に

どういうふうにきちんと監護者としての、権利だけではなく、義務の部分をきちんと要件

の中で担保した形で制度設計していくことが望ましいのではないかと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。大山委員からは、第２の点について方向性としては

賛成であるということで、基本的なスタンスとしては広めに認めるという方向で考えるべ

きではないか、ただし、要件化に当たっては、要件を実質的なものとする検討が必要だろ

うという御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。 

○柿本委員 ありがとうございます。柿本でございます。皆様の御意見を伺っている間に少

し考えが変わりました。もともと、私は落合委員の意見と同じで、広めに、祖父母である

必要もなくて、一番子供のことを思っている人たちが監護者となることがよろしいのでは

ないかと思っておりました。落合先生からは昔からそのような風習はあったというお話で

したけれども、私もそのように認識しておりましたので、子供は多くの人の手によって、

そして社会で育てていくという意見ではございますが、水野委員のお話を伺って、審判を

家庭裁判所に申し立てることを認めるということ、そのことについてもう少し深く考えて

おく必要があるのではないかと思い至りました。それがどういうことになるのかという解

は私にはないのですが、丁寧に考える必要があるのではないかというところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。柿本委員からは、祖父母に限らず広く監護を認めて

いくべきであるという御意見を頂戴すると同時に、先ほどの水野委員の御発言にありまし

たけれども、申立権を認めることに伴う問題をどのように捉えるのかということもやはり
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考えなければいけないだろうという御指摘を頂きました。ありがとうございます。 

○原田委員 私も水野委員の意見にかなり近いのですけれども、前提として、今回の離婚後

の子の養育の在り方の検討という審議会のテーマを考えたときに、親権というより、やは

り監護をどうするのか、安定的で安全で安心な子の養育、監護をどうするのかという観点

から考えるべきで、やはり親権の方から考えると親の視点からの発想になるのではないか、

その辺りが議論の全体を通じていつも気を付けていかないといけないかなと思っています。 

  現に監護している親の監護が不適切である場合は、あるいは先ほど佐野委員が言われた

ように、一旦はネグレクトしているような親が突然、親だからといって連れに来るという

ような場合にどうするかという問題は確かに実務上あって、親以外の人の監護者指定の申

立てを認める必要がある場合は確かにあると思うのですけれども、裁判所に申し立ててそ

れを決めるという形でないとできないのかという点で考えると、やはり一方で濫用の危険

というのを考えざるを得ません。離婚の際に親権とか監護権を争って、監護者となれなか

った、あるいは親権者となれなかった一方当事者からの頻繁な申立てというのは本当に珍

しくなくて、私も扱った事例で、結局それで監護している親が外国に行ったという例まで

あります。そして今、裁判所の判断というのは一回決まったらそれで終わりというのでは

ないので、自分のことを理解してくれる裁判官に当たるまでは何度でも申し立てるという

ことは十分に考えられるわけです。しかも、法改正をしたときにそれが適用されるという

のは紛争家族なのですよね。実際におじいちゃん、おばあちゃんや親族みんなで子供を育

てているケースでは、協議でそれができるので、この規定で争うということではないわけ

です。これは誰が監護するのかに争いがあるときの問題なので、それを裁判所で争うとい

うのは、やはりいろいろな人の愛情に囲まれて子供が育つというのが理想だというのが適

用されない場面だということを考えないといけないのではないかと思います。 

  これを防ぐために申立権者の範囲を制限するとか、要件を厳しくするとかいう方法もも

ちろんあるのですけれども、私はどうしても現在の裁判所を前提に考えてしまうので、弁

護士間で議論したときにも、やはり今の裁判官の数の３倍、４倍ぐらいにしないと無理な

のではないかというような議論も出ました。そういうことによって実際に監護している親

が消耗してしまうというのは、本当に子供にとって不幸な事態だと思います。面会交流も

そうですけれども、どうして面会交流ができないかという原因は、それは非監護親がＤＶ

であるとか、逆に監護親が感情的になって、お父さんや、あるいは非監護親に会わせたく

ないというケース、原因はいろいろあると思うのですけれども、結局そこで紛争が起こっ

たときに割を食うというか、巻き込まれるのは子供なのですよね。だから、その子供が安

心して過ごせるためにはどうするかということを考えたときには、やはりもう少し福祉と

か行政とか、先ほど水野委員も言われた児相とか、あるいは裁判所でないもう一つの機関

とかいうふうに、当事者が直接申し立ててその場でけんかしないといけないというような

仕組みでないところで考えるということを考えられないかなと思っていまして、研究会の

ときにはほとんど賛成意見が多かったようなので、あえて消極意見を述べさせていただき

ます。 

○大村部会長 ありがとうございます。大きく二つの御意見を頂いたかと思いますが、まず、

観点の問題として、親の観点からでない検討が必要だろうという御指摘を頂きました。そ

れから、このような父母以外の者の監護が必要である場合があるだろうけれども、実際に
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は濫用の危険がかなりあるのではないか、繰り返し申立てがなされるといった実例が多い

という御紹介も頂いたところです。方向性としては、先ほど水野委員が御指摘になったよ

うな、直接の申立てではないやり方で対応するのはどうだろうかということを示唆してい

ただいたと理解をいたしました。 

○窪田委員 窪田でございます。私の方は、少し議論を整理した方がいいのかなという観点

から発言させていただきたいと思います。 

  一つは、まず①のところで、自らが子の監護者となることや、自らと子の面会交流を求

める審判を申し立てることができるかという形でまとめられていますが、自らが子の監護

者となるという審判を申し立てることと、自らと子の面会交流を求める審判を申し立てる

というのは、かなり性格が違っているのではないかという気がいたしております。つまり、

子との面会交流が認められるかどうかという点に関しては、例えば、先ほども例として挙

がっておりましたが、祖父母がずっと子供の面倒を見ていて、その後、離れることになっ

たけれどもというようなケースを考えると、基本的には子の利益と面会交流を求める人と

の関係ということになるのだろうと思います。これを入口のところで第三者の範囲を非常

に狭めるかどうかという点は、紛争がたくさん生じることを避けるという点では問題なの

かもしれませんが、基本的には実質的な観点としては、子供とその人の面会交流の妥当性

といったような観点から判断することができるのだろうと思います。 

  一方で、自らが子の監護者となることの申立てという点については、私自身もやや慎重

になるべきではないかと思っております。議論の整理が必要ではないかと申し上げました

のは、先ほど、社会で子供を育てるのだ、大勢で子供を育てるのだというのは、理念とし

てはよく分かるのですが、ここで自らが子の監護者となることを申し立てるということは、

基本的には現在の監護者との関係では権限が抵触するような関係になって、多分その点で

は、私も監護者に加わるので仲よくみんなでやっていきましょうというタイプの問題では

ないのだろうと思います。先ほどから出ているように、現在の監護者、親権者の監護の仕

方が妥当ではないというときに、事実上の親権制限に当たるような作業を自らが監護者と

なることで行うのだというふうになりますと、かなり明確に監護者との関係が対立するよ

うなタイプのものなのだろうと思っております。その点では、この二つを明確に切り分け

る必要があると思いますし、社会で子供を育てる、大勢で子供を育てるのが妥当な社会の

在り方なのだということで①番、②番、そして第三者の範囲についても緩やかにしましょ

うというのは、恐らくそれほど単純な話ではないのではないかと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。窪田委員からは議論の整理という観点から御発言を

頂きました。課題の①のところで、監護者になるということと面会交流を求めるというこ

とが並列的に挙げられているけれども、これらの性質はかなり違うのではないか、一方が

排他的な問題であるのに対して、他方はそうでなくて、複数の人が関わることが可能な問

題なので、分けて検討する必要があるのではないか、前者については、必ずしも広く認め

るということは適切ではないのではないか、このような御意見を頂戴したと理解をいたし

ました。 

○畑委員 畑でございます。実体法的な内容についての意見ではないのですが、今話題にな

っているような第三者の申立て、あるいは第三者による監護というのを認める場合、手続

的にも一定の手当てが必要ないかということを考える必要が出てくるだろうということを
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申し上げておきます。すなわち、現行の家事事件手続法は申立権者については明確な規定

はなくて、民法ですとか民法の解釈ということになるかと思いますが、その先の陳述聴取

でありますとか、あるいは即時抗告権者といった辺りにつきまして、もし第三者の申立て

等を認めるのであれば、その辺りも検討する必要が出てくるだろうと、手続的にはそうい

うことがあるだろうということを申し上げておきます。それから、度々出てきている濫用

的な申立ての話というのもその一環かなという気がしておりますが、これも先ほどから少

し御指摘がありますけれども、濫用的な申立てというのはここだけの問題ではないという

面もあり、一般的な問題としてどう考えるかということでもあるかと思います。それから

また、判決手続ではありませんので、元々割合簡単に申立てを却下したり棄却したりとい

うことは相当程度できるのではないかという気もしております。その辺りも含めて検討す

る必要があるだろうと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。畑委員からは手続の問題について御指摘を頂きまし

た。第三者以外の者の申立てを認めるということになったときに、手続的な対応、手当て

が必要になる部分もあるということと、それから、濫用的な申立ての問題についても、や

はり手続との関係でどういうことになるのかを考える必要があるのではないかという御指

摘を頂きました。 

○青竹幹事 よろしくお願いします。第三者による監護について、賛否両論のようですので、

一言、御意見を申し上げます。 

  最高裁が親以外の者による監護者指定の申立てを否定したということも確かに重要なの

ですけれども、最高裁がこれを否定した理由は法律上規定されていないということに尽き

るようでして、親以外の者を監護者とする立法を否定するといった理論を展開しているわ

けではないように考えております。最近の多数の意見に従って、立法によって解決すべき

であると私自身も考えております。法的な問題は別という御意見も確かだと思うのですけ

れども、それでも子供の福祉にとってどうしても必要という状況が生じるのでしたら、年

齢によっては子の意思も尊重する必要があるとは思いますが、法的な扱いも検討すべきで

あると考えております。反論として、これにより混乱したりとか、濫用の事例が生じて紛

争が多くなると裁判所で扱えないといった問題も、それも大きな問題で、ごもっともと思

います。これに対しては、やはり第三者の範囲を限るということをきちんと明確にしてお

くということにはなると思います。ただ、例えば一定の親族に限るとしてしまうと画一的

解決ということにはなるのですけれども、子供の福祉から見て養育にふさわしい状況を拾

うためには、やはり親族に限るというように画一的にしてしまうというのは問題もありま

すので、例えば、親子と同視できるような関係にあった者といったように、ある程度要件

を明確にしておくという方法があるのではないかと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。大きく分けて２点あったかと思いますが、一つは、

最高裁の判断が出ているけれども、立法による解決を否定するものではないので、立法を

考えるべきなのではないかという御指摘だったかと思います。それから、もう一つは、で

はどのように考えるかということについて、事実上の問題だけではなくて、やはり法的に

対応すべき部分というのもあるのではないか、それから、要件を定めるときには画一的な

切り方にならない方がよいのではないかという御指摘を頂いたと受け止めました。 

○久保野幹事 久保野でございます。同じ６ページの３の課題の特に①につきまして、面会
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交流とは別の問題として切り分け、また、サポートを協力的にやっていくという社会は望

ましいとしても、また別の問題という整理があり得るという窪田委員の御指摘が出発点な

のですが、それを切り分けた場合に残る５ページの２段落目の、「すなわち」で書いてあ

るような場面について想定したときに、先ほど権限の抵触が起こるような場面であり、そ

れへの注目が必要だという御指摘があったのですが、正にこの点が非常に重要であるよう

に思います。その点からしますと、第三者が実親からの引渡し請求を阻止しつつ安定的に

養育ができるような法的仕組みをどのように作るのがよいかということを、幾つか関連し

そうな制度と照らし合わせながら考えるという方が適切で、御指摘が出ているように、７

６６条の監護者指定というのを出発点にするのは望ましくないと思っております。 

  それで、実質面とほかの制度との比較というところを述べさせていただきたいのですけ

れども、実質面で言いましたときに、こういう不適切な養育関係について私人たる第三者

が関わるときに、祖父母や親族にどのぐらい関わってもらうかについては、外国で、良い

面もあるけれども、不安定化を招きやすい面があり得るという議論があり、実親の影響を

受けやすいので不安定化を招きやすく、そこをどのように手厚く支援や監督をしていくか、

あるいは権限の抵触という問題について、どのようにしっかり解決を図っていくかという

ことが課題になっていると思います。そうすると、繰り返しになりますが、日本において

も、権限の抵触をしっかり調整し真に安定的な監護を図れるような仕組みが作れるのかと

いうことを考えるべきだと思います。先ほど実親からの引渡し請求を阻止できなくて困っ

ている実務上の例があるというのが出まして、それは非常に大きな問題だと思うのですが、

逆に、指定を受けて一旦は阻止できても、その後やはり安定的に監護が実現できるのかと

いうことなのだと思います。 

  それで、制度との比較で言いますと、先ほど途中でも出ました児相長が関与してという

話の延長で行きますと、里親について親族里親の活用ですとか、あるいは一時保護も一時

保護委託ですとか、様々な方法の中で親族に関わっていただいているというのは恐らくあ

ると思いますので、そのようなものとの比較が一方であると思いますし、養子縁組の場合

であれば親権が移動できて、そのときの実親の代諾が仮にネックになるケースがあるので

あれば、そこに何か新しい制度があり得るかというような発想もあり得るように思います。

また、反対の側面からの指摘になるのですけれども、未成年後見の場合に、後見人を親権

者が指定しておくことができることですとか、後見人が親権者が定めた教育方針を変える

ことには一定の規律が設けられているといったようなことがあるので、そのような制度を

変える必要があるかといったようなことも含めて、対比して考えてみるということが重要

ではないかと思いました。 

  最後に、イギリスの例で、第三者が関わる際に、養子でも未成年後見でも必要性を満た

さないので、新たに特別後見という制度を作られたというような経緯があるといったよう

な御紹介もありまして、それらも参考にしての意見でした。 

  以上です。ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございました。先ほどから御指摘がありますけれども、監護者指

定というやり方は望ましくないのではないか、それ以外の制度を念頭に置きながら、それ

との比較で考えていく必要があるだろうということで、親族里親等々を挙げていただきま

した。また、イギリスでは新しい制度が創設されているという御紹介も頂いたところです。
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ありがとうございます。 

○池田委員 私からは第三者による監護者指定の点について申し上げたいと思います。これ

は私は導入に賛成です。内容については最初の方に佐野幹事がおっしゃったところとほぼ

同じですので、その点は繰り返しませんけれども、慎重論の御意見を伺っている中で思い

ましたのは、確かにいろいろな方法があるという中で、でも、この方法がやはり実務の中

でこれまでに繰り返しトライされてきたということの重みは御理解いただきたいと思いま

す。かつて親権制限として親権停止が導入されたときにも、この第三者の監護者指定とい

うことが議論されたものの、結局は導入されなかったと、やはりこれは親権停止というや

や軽めのハードルの低い制度を設ける以上、そこで行くべきだというふうな配慮があった

のかなと思います。しかし、現実にその親権停止制度が始まってみますと、今申し上げて

いるような第三者の監護者指定という場面で活用されるかと思われたのですが、現実には

ほとんど活用がなされていないと。やはりそれは、一つはハードルが高いということと、

それから、停止期間が２年で終わってしまうというところなのです。例えば、祖父母がそ

こで親権停止の審判を得たとなったとしても、２年後にまたやらなければいけないという

ことで、それを私人である祖父母がやっていかないといけないという、その負担があった

からではないかと思っています。その中で引き続き第三者による監護者指定の申立てとい

う実践がなされてきたというところがありますので、その有用性、実務が求めているニー

ズの高さということについては是非御理解を頂きたいと思っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。ほかの選択肢もあり得るけれども、この方法が求め

られてきたということの内実を考えてみる必要があるのではないかという御指摘を頂いた

と理解をいたしました。ありがとうございます。 

○原田委員 すみません、先ほど言い忘れて、実は弁護士会の中で議論したときに出た意見

で、少し御紹介したいと思うところがあるのですが、申立権者を父母以外の第三者とした

場合に、子供はどうなるのかというので、子供の申立権も認めた方がいいのではないかと

いう意見がありました。これは、要するに賛成の立場からですね。あと、面会交流と監護

者指定というのは、監護者指定の方が重たい手続のようではあるけれども、面会交流の場

合も、子供が拒否できなかったり、あるいは間接交流だったらいいではないかと言われる

場合もあるのですけれども、写真を撮るのでさえ子供が嫌がるような場合にとても苦労し

ているという例があるので、先ほどの窪田委員の仕分とは少し違うのですけれども、面会

交流だったらできるのではないかというのは、余り軽く考えないでほしいという意見があ

りましたので、御紹介いたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。子供の申立権をどうするのかということと、それか

ら、面会交流にもそれに固有の問題があるのではないかといった御意見があるという御披

露を頂いたと理解をいたしました。 

  ほかはいかがでしょうか。 

○窪田委員 ただいまの原田先生からの御発言なのですけれども、私は、面会交流の話は軽

いから、こちらは認めてもというレベルではなくて、問題の判断構造が違い、親権者、監

護者との直接の権限の抵触の問題が生じるかどうかという点を指摘した上で、やはり切り

分けて考えるべきではないかという発言でございました。その点だけ確認させてください。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほどの御発言の趣旨について補足を頂きました。 
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 まだ御発言があるかもしれませんが、大分時間がたちましたので、ここで休憩を入れさせ

ていただきまして、休憩後に、更に御意見があれば、特に第３については、多少御発言が

ありましたけれども、何かもしあれば御意見を頂き、その後、次の論点、第４に進みたい

と思います。 

  現在、１５時２分ですので、１５時１５分まで休憩したいと思います。休憩いたします。 

 

          （休     憩） 

 

○大村部会長 それでは、時間になりましたので、再開をしたいと思います。オンラインの

方々、よろしいでしょうか。 

  休憩前に、再開後に更に御意見があれば伺いますと申し上げましたが、第２、第３につ

きましては賛否両論があるということはよく分かりましたし、また、論点についてもかな

りの程度、お出しいただいたのではないかと思います。もし特にという御発言がなければ、

これについてはこのぐらいにして、先に進みたいと思いますけれども、第１も含めて、追

加の御発言の御希望があれば伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○武田委員 第２までを切るとおっしゃった。 

○大村部会長 いえ、第３まで含めて、特に御発言がなければ先に進みたいということです。 

○武田委員 では、第３に関して、お願いします。親子ネット、武田でございます。では、

第３に関してということで発言させていただければと思います。 

  第３、第９回会議で未成年養子検討の回でも質問が出たと思いますが、離婚、再婚問題、

諸外国での実母、養父母の位置付けがどうなっているのかというところに関しまして、私

なりに確認をしてみました。当然、私は比較法の専門家でもございませんので、私の理解

が間違っていれば御指摘いただきたいという前提でございます。私の知る限り、アメリカ

では離婚、再婚後も実両親が基本的に監護権を継続的に維持する、つまり継親は法的責任

を持てないと理解をしています。一方、英国、ニュージーランド、カナダなどは、両親に

追加して継親に対しても一定の条件付で後見人的なものにするということができるように

なっていると聞いております。アメリカ型の解決策の一つとしてこのような考え方が採ら

れているのではないかと理解をしております。 

  他方、我が国、日本では、今日の議論、論点でも挙がっておりますとおり、別居親を親

権者に加えられるかどうかという問題設定になっていて、順番が逆なのだなということを

改めて理解いたしました。これは戸籍制度に象徴される、子供はどれか一つの戸籍であっ

たり、世帯であったり、何か一つの箱に単独で所属させるというような思考が制度的に作

られているからなのではなかろうかと、こんなふうに考えています。この現状の日本の制

度は何か大人中心の視点だなと、具体的には親子の関係よりも夫婦の関係、これを優先す

る原則になっていて、こういう物の考え方で対立構造を解消すること、これがより困難に

なっているのではなかろうかと、感じています。 

  子供の権利条約の考え方に立って、欧米諸国は法改正してきたと思っております。つま

り、親子関係が夫婦関係に優先して、親の結婚、離婚、再婚、いわゆる婚姻状態に関係な

く親子関係が永続するという原則に置き換わったと、こんなふうに考えております。そう

いう親子関係が永続するとの原則であれば、養子縁組に関しては簡単にはできないという
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ことになろうかなと思います。今の家制度、家制度が今、あるなしの話をするとおかしく

なりますが、こういった戸籍に基づく大人中心の視点から子供中心の視点へ、このように

考え方を根本的に見直す必要があるのではないかというところが私の考えでございます。 

  第３の課題、１１ページに記載いただいておりますが、今申し述べた前提を基に意見を

述べさせていただきます。④の濫用を避ける、これはもう前提といたしまして、①、②、

③に関してでございます。最新の一組の養育父母が子を養育することにとどまらず、実親

を含めたそれ以外の親の関与が可能になる規律は当然必要と、こんなふうに考えます。監

護親になること、面会交流を求める権利についても同様に必要だと思います。この辺りの

アメリカの事例など、参考資料に関しましては整理する時間がなかったので、本日間に合

いませんでしたけれども、別途これに関しては提出をさせていただきたいと考えます。 

○大村部会長 ありがとうございます。基本的な考え方としては、一組の父母が養育すると

いう考え方にとらわれる必要はなく、子供の利益の観点からすると、むしろ全ての親が関

与する、継親も含めてということかもしれませんが、そのようなお考えを示されたと理解

をいたしました。ありがとうございます。 

○棚村委員 棚村です。先ほど、養子縁組後の親子というか、実親との関係ということにつ

いて意見を言わなかったものですから、簡単に述べたいと思います。特に１０ページから

１１ページで、実親と、普通養子縁組の場合には養親との二重の親子関係みたいなものが

併存するという形になっています。そこで、親権もそうですし、監護、面会交流、それか

ら養育費、こういうことについても、明確な規律がない状態なので、これをどうすべきか

というようなことが課題として挙げられると思います。そのときに、親というのは一人と

か、あるいは一組でなければならないのかという、そういうこれまでのモデルとかという

ものを少し広げていく必要があるのではないかと考えています。海外でもそういうことを

議論していますし、特に生殖補助医療が利用されて親子関係ができた場合の子供の出自を

知る権利も含めて、親というのは複数出てくる余地があるのではないかと言われています。

ただ、複数の親の法的関わり方をきちんと規律しないと、監護、養育関係の混乱をもたら

したり、あるいは法律関係が非常に複雑になったりというようなことが起こってきます。 

  しかし、逆にそれを単純に一組の父母でないと安定的な関係が確保できないということ

になってしまうと、野沢慎司先生なんかもおっしゃっているように、スクラップビルド型

の家族の関わり方、代替する家族ではなくて、最近は、家族は再編されてネットワーク型

になっているのだというようなことも考慮すると、一定の要件の下で実親がどういう権限

なり責任なりを有しているか、交流もそうですけれども、養育費も含めて、再婚家庭の安

定と、それから、子どもを中心として複数の親が具体的にどういう関わりをできるかとい

うことについて検討する必要はあるのだろうと思っています。もっとも、先ほどから言う

ように、申立権の濫用とか混乱とか不必要な介入に対しては、やはり一定の要件や歯止め

をきちんとかけた上でバランスを取るというようなことで考えていってはどうかというの

が、先ほどの意見とも連続しますけれども、私の意見として申し述べさせていただきまし

た。ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございました。養子縁組のところでも話題になったかと思います

けれども、養子縁組が行われた後に親権、監護権、そして扶養義務がどういうことになる

のかという点が現状においてはっきりしないというところがある、そこでこれを整理する
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必要があるが、一組の親にそれらが帰属すると考える必要はなくて、この点を柔軟化する

方向で考えるべきではないか、ただ、先ほど第２について問題になったような点はやはり

問題になるであろうという御指摘を頂きました。ありがとうございます。 

○赤石委員 赤石でございます。よろしくお願いします。まず、１１ページのところなので

すけれども、一組の父母が子の養育を担うと想定されているのを維持すべきかというよう

な論点というのは、面白いというか、ラジカルとも読み取れるのですけれども、それは社

会学的というか、社会現象的にはいろいろなことが起こる余地があるのではないかと思い

ますので、であるならば、もし法的な枠組みを変えるのであれば、先ほども申し上げまし

たけれども、法律婚夫婦の監護権、親権についても二重、三重にやるということはよいこ

となのかとか、いろいろな議論を巻き起こす可能性があるので、私としては基本的には今、

監護の中心である者が混乱しないような制度が在るべきだと思っております。 

  ②に関して、実親等も親権者になることができるのかという議論が、何か非常に危惧す

るのですけれども、虐待死事件があるといつも、養子縁組をした後の虐待死事件の場合に、

実親が関わっていれば虐待死を防げたのではないかというような議論が出てきます。ちま

たの議論なので無視してもいいのかもしれないのですけれども、本当に根拠があるのかと

いうことです。例えば、２０１８年に虐待死事件があった船戸結愛ちゃんの場合ですが、

目黒の事件です。この場合、子供の実親は離婚後も母親に金銭要求、お金をせびることは

ずっとしていたということが『結愛へ』という母親の手記が出版されていますけれども、

そこで明らかで、実親が子供の養育に関心を持っていたという事実はないわけです。です

ので、こういった虐待死事件を根拠に何か、実親が関わると子供の福祉が進むみたいな、

ちまたの議論かもしれないのですが、少しエビデンスに欠けているのではないかとは思っ

ております。 

  私が今日出した資料を見ていただきたいのですけれども、今正に首相の答弁が少し変わ

ってきておりますが、給付金、１８歳以下の低所得世帯に、クーポン券かあるいは現金か

という議論もあって、お子さん１人に１０万円が給付された件ですが、９月の基準日、児

童手当の口座が指定されていた、この指定された口座に振り込んだわけです。ですので、

これ以降に離婚した世帯で児童手当の口座が変更されていた場合は、元父親、多くはそう

だったのですけれども、に振り込まれてしまっておりました。政府はどうしたかというと、

元夫婦で話し合って、監護している親の方に渡すようにというような呼び掛けをいたしま

した。しかし、話合いがそもそもできないで離婚されている方が多いので、私どもがアン

ケート調査をしたら続々と、手元に来ないという訴えがあり、非常に多くの方が困惑して

おりました。１０万円が届かない。これは福祉現場で起こっていることですけれども、こ

のときに、離婚前後の夫婦が話合いによって子供のためによい行動をとるということがで

き得ないような状況になっている、ではこのためだけに調停をするのかといったら、そう

いうことはなかなか皆さんできないというようなことが４万１、０００人のお子さんにつ

いて生じてしまったということでございます。 

  このような、離婚前後の夫婦が子供のよりよい福祉にとってよい行動をするというのは

なかなか難しい時点を鑑みると、やはり主たる監護者が責任を負うような制度を考え、そ

して、もし不適切であった場合には、虐待の問題等では、養子縁組の取消しの請求とかも

可能性としてありますので、このようなことで、②というのはやはり問題が大きいのでは
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ないかと思います。監護者になることと面会を認めるということはまた別の議論であると、

③の方も、思います。濫用防止については、先ほど言ったのと同じように、離婚後の子供

の養育に関して、あらゆるステージで濫用が起こっているということをやはり防止すべき

であると思います。 

○大村部会長 ありがとうございました。大きく分けて二つ御意見を頂いたかと思いますが、

一つは、実親監護がプラスになるのかというと、そうでもなかろう、むしろ監護にとって

混乱が生ずることが多いのではないかという御意見を頂きました。それから、先ほども御

指摘がありましたけれども、議論の範囲をどうするかということで、広い範囲で一般化し

た議論をするということになると、部会で議論している離婚後の監護、養育に関わる問題

からはみ出すことになるのではないかという御指摘も頂いたところです。ありがとうござ

います。 

  ほかに、第３について御発言がありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、第２、第３につきまして、賛否両論とともに議論すべき点、あるいは議論の

見方について御指摘を頂きましたので、また次の段階でそれらを取り入れた形で御議論を

頂ければと思います。 

  続きまして、「第４ 子の養育に関する概念・用語の整理」に進ませていただきたいと

思います。この第４の部分につきまして御意見がありましたら、頂きたいと思います。ど

なたからでも結構ですので、お願いをいたします。 

○棚村委員 棚村です。明治民法以来の民法典というのは非常によくできた体系であって、

先ほど戒能委員からも御指摘がありましたけれども、かなり優れた仕組みや規律が作られ

ていて、かつ、協議ということを通して柔軟に社会の変化に対応できるというメリットは

あるわけです。けれども、時間が経過して大きく家族の関係も社会も変化してくると、ど

うしても当初予想していないような新たな事態とか状況というのも生じてくることも避け

られません。それから、当事者の力関係というのもありますから、協議とか自主性、話し

合いとはいっても限界があるわけでで、法的概念や術語、規律そのものを見直し必要がで

てきます。もっとも、単に用語を見直したからといって、何かすぐ紛争の解決や具体的な

問題の処理に役立つかというのは、直ちに結びつかないこともあると思います。ただ、海

外の改正の動向を見ると、やはり親の権利から子供の権利とか子供の最善の利益の確保、

子供中心の改革という大きな流れの中で、やはり用語も含めて、シンボリックな面で、象

徴的な面で改正をすることによって大きく変わろうとしています。正にこの部会とはまた

違う親子法制の部会でも、懲戒権をめぐって、これまでの親の権利、支配権という構造か

ら、子供の利益とか子供の権利とか子どもの成長、発達ということを軸にして考えようと、

人格の尊重とか、体罰禁止などの大きな流れがあります。 

  そういう中で、子供の養育というところで出てくる親権、監護、それから、その中身・

内容についても積極的に検討すべきだろうと思います。たとえば、１２ページのところに

挙げられているものの中以外でも、これは条文にはないですが、命名権とか、医療に対す

る同意とか、海外渡航やパスポート、それから、今やはり問題になっているのは、障がい

のある子供を含めてですけれども、ケアみたいなものをどうするか、世話とか、あるいは

介助とか、実は条文の中に入っていないけれども、現代的にいろいろ深刻で重大な問題に

なっている課題や、重要な事項というのはあると考えます。この辺りでも１２０年以上も
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前の民法が想定をしている状況とは大分変わってきているので、この身分行為の代理とい

う問題もそうですけれども、正に誰が子供にとって大事なことをどういうふうに関与して

決めていくかという問題、それから、先ほど法的な問題と事実上の問題というのは、実は

そう簡単に切り分けられないぐらいに密接なところがあって、これは成年後見等も正にそ

うですけれども、医療行為とかケア、世話の問題という事実上のことに関わることと法的

な問題の切り分けということ自体が非常に難しく、誰がどういう形で決めるのだというこ

とが問われています。また、事前の指示だとかそういうものについてはどういう形で残す

のだとか、誰が判断をして、本人自身の意思決定をどう支援するかというようなことが成

年後見の分野でも問題になってきて、これは正に子供の問題でも同じことが問われている

と思います。 

  そこで、私自身は、用語の見直しとかでも何かが変わってくるのであれば、それなりの

意味があるだろうということも考えております。たとえば、親責任とか、親の配慮とか、

いろいろな工夫があるわけですけれども、そういうようなものを参考にしながら、最終的

には監護とか親権というものが一体どういう中身を持っているかを明確にすべきだと思い

ます。特に１６ページの御提案の中で重要だなと思うのは、親権では、親の束になった権

利なり責任というのがあるということは争いがないわけですけれども、そこの中に具体的

に子どもの監護や養育の基本的な体制をどうするかという問題と、個々具体的な事項につ

いての決定・関与の問題とか、かなり複雑な問題が入り込んでいる、これを、監護権の可

分性とかという問題もそうですけれども、どういう中身が子供にとって重要な問題として

あるのかというリストを作って、その上で、この事項については誰がどういうふうに関わ

って決めていくかということを議論する必要があると考えています。たとえば、海外でい

うとリーガル・カストディ(法的監護)という問題と、それから、実際の世話をどういうふ

うにしていくかというフィジカル・カストディ(身上監護)というのですか、そういう区別

とか、あるいは面会交流についても、ペアレンティングタイムということで一緒に過ごす

時間というような形で用語を変えて、誤解がないようにしようと、あるいはオーストラリ

アなんかではスペンディングタイムというので一緒に過ごす時間みたいな形で、この辺り

も最近の海外のいろいろな動きや流れを見ながら、日本でももう一度その用語法とその中

身について併せて検討するべきではないかと思います。 

  そして、私たちは、先ほど来ずっと議論が出ていますけれども、親権や監護も、細分化

したり細かく分かれて、かつ、それに複数の人が関与するということになると、物事が早

く決まらないとか、いろいろかえって紛争がエスカレートしないかとか、そういうデメリ

ットの面もあります。しかし、他方で、監護の分属とか可分性という議論をしたときに、

メリットとしては、やはり親としてきちんと当事者の方が公平に平等に関わるとか、共通

な課題とか何が問題になっているかということをお互いに知るとか、熟慮したり話し合う

機会は与えられるというメリットはあります。けれども、他方でそれによって紛争が激化

するとか、物事が決まらないとか、いろいろな問題もありますので、そう簡単にどちらが

いいとかいう結論は出てこないのではないかと思います。 

  いずれにしても、法定代理権の問題もあって、最後の１８ページのところに出てくる総

体的な親としての地位みたいなものとか、まとまった立場みたいなものを、親責任とかそ

ういうふうに表現をしていくとか、それから、個別な問題ごとに親としての個別的な地位
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というのですかね、親として子供に対してどういう関与の仕方なり働き掛けができるのだ

ろうかということを少し切り分けながら議論したほうがよいように感じました。それから、

先ほど言った事実行為と法的な行為というのですか、そういうものもありますので、少し

細かく切り分けながら議論を丁寧にしていって、どういう事項について、どういう問題に

ついて誰が関わりを持ったり、どう決めていくべきなのかという議論と、それから、ある

意味では親としての地位とか立場というのが、ある意味では固有に親であるから当然に持

てる責任とか、持たなければいけない責任とか、親であっても、義務や責任を他派さない

限り当然にはもてないものもあるのではないか、もう少し権利とかというところで、自分

たちにはこれができるのだという側面よりも、どういう責任や義務を子供たちのためには

誰が果たしてくれることが一番望ましいのかという観点から正に整理をしていって考えて

ゆくべきと思っています。事務局からの御提案自体に対して、私自身は、大枠としてはこ

ういう検討をする必要が、あるのではないかと思っています。 

  少しまとまりが悪かったのですけれども、言葉を変えたから、用語を変えたから、直ち

に改善されてよくなるとはいえないのですけれども、ある意味では用語も検討しながら、

その中身・内容、親権・監護というものの中身が一体どういうもので、どういう事項が監

護という中に入ってきて、特に権利を誰が持つという反面、義務という責任の問題にも関

わるのですけれども、責任のところを中心にしながら、親としてどういう関与なり法的な

地位が認められるルールにしていくのかということを少し議論していくべきではないかと

考えている次第です。そうすれば今までなかなかかみ合っていないところが少しかみ合っ

てくるのかなという感じを持っております。正に扶養とかそういうことにもまたつながっ

てくるとは思うのですけれども、婚姻費用とか後のところで出てくるものも、法的概念と

いうものの中身、それが一体何を表しているかということと、それをどういうふうに変え

ることによって何を実現しようとしているのかということを、少し細かく検討する必要が

あるのかなと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。用語の問題と概念の問題とが絡み合う形であるわけ

ですけれども、用語については、その象徴性ということも考えて検討する方がよいのでは

ないか、概念については、整理、分節化につき細かく詳しく見ていくことがやはり必要な

のではないかといった御意見を頂いたと理解をいたしました。ありがとうございます。 

○池田委員 池田でございます。１８ページの①について、親権を適切な語で置き換えるこ

とですとか、親権とは別に親子間に発生する親の責任や義務についても別途名称を設けて

明確に規定するという方向性について賛成です。そういった置き換える用語を考えるとき

に、よく候補に挙がるのが「親責任」という言葉ですけれども、これをどこに当てていく

のかということを考えたときに、仮に今の親権に当たるものを「親責任」と置き換えると

すると、今、養育費といった扶養義務というのは親権とは別物だと解されているので、

「親責任」という広い意味合いを持つものから扶養義務が外れてしまうというのはやはり

不都合だろうと思います。そこで、「親責任」という用語を用いるのであれば、（注１）

で御指摘いただいているように、親子関係から当然に発生するものを広く「親責任」と呼

ぶというのが適当なのではないかと思います。 

  そうしたときに、今の親権に当たるものをどう位置付けるかだと思うのですけれども、

これは概念整理の話になるかもしれませんけれども、私としてイメージしやすいのは、親
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責任というものが大きくあって、その下に扶養義務であったり、あるいは監護義務であっ

たり、財産管理義務というのが直接ひも付いているというふうな形がイメージしやすいの

かな、分かりやすいのかなと思っています。そうすると、親権の内容とされている監護義

務ですとか財産管理義務というのも直接親責任にひも付けてしまえば、今の親権に当たる

ものというのは別途設ける必要がないのではないかという印象を持っています。 

  仮にそう考えた場合に、監護義務というものの中身をどうするのかというのが多分、②

の問題として位置付けられると思うのですけれども、監護義務に関しては現実のお世話と

いうところがやはり特殊なものとしてあり、ほかの扶養義務とか財産管理義務とは違いま

すので、その現実の監護というものと、それから決定に関する部分というのを分けて考え

るということは、確かに分かりやすいのかなと思います。ただ、これを別々の人が担うと

いうのがいいのかどうか、これはまた次の議論かなと思っています。 

  それから、③についてはやや、ここまで監護の部分を細分化するのが本当にいいのかど

うか、複雑になってなかなか機能しないのではないかという懸念はあります。それから、

④ですが、これは現在でも日常の監護に必要な対外的な法律行為というのを監護親が問題

なくできているのではないかと思いますし、ですから、監護義務の中には一定程度の法定

代理権も含まれているというのが運用といえるのではないかと思いますので、それを明確

に法律で定めるということは適当な方向性かなと思っています。 

○大村部会長 ありがとうございました。１８ページに課題というところで出ている提案の

方向性については基本的に賛成であるという御意見を頂いた上で、①から④までについて

個別のお考えを聞かせていただきました。大きな枠としては、親責任というものを広い意

味で使って、その中に様々な義務、責任を置く、現在の親権から出発する必要は必ずしも

ないのではないか、また、現実の監護と決定を分けて考えるべきだけれども、それを担う

のが誰かというのはまた別の問題だという御指摘、それから、③については、更なる細分

化については慎重に考えたい、④については明確化していくことについては賛成である、

こういったことだったかと理解をいたしました。非常に具体的な御意見を頂戴いたしまし

た。 

○佐野幹事 佐野です。私も①については賛成なのですが、③、④に絡むのかどうなのかと

いう辺りで、具体的にこんなことが実務の現場というか、むしろ養護の現場で問題になっ

ているというところからお示しできればと思っています。例えば③、医療の部分について

も、どう考えるかというところで今問題となっているのが、向精神薬の服薬をどう考える

かというところが問題になっています。これが養護施設の判断、監護権の範囲でできるの

か、親権者が反対していたらできないのかというような、医療というところをひとつ取っ

たとしても、そういう問題が出てくるということがあります。また、④についても、財産

管理権と監護権だったら明確に切り分けられるのかと思いきや、赤石さんが今回、新聞を

出していただきましたけれども、この給付金の関係、施設の子供の口座に入ったものを、

親の方が財産管理権、自分に管理させろと言ってきているというような実情もあり、なか

なか監護権と財産管理権も、監護権の範囲に入るものがあるとすれば、どこまでかと切り

分けるのもなかなか難しいと感じているところです。 

○大村部会長 ありがとうございます。佐野幹事からも基本的な方向性について、特に①に

ついては賛成だという御意見を頂戴いたしました。ただ、③や④については具体的な問題
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について、その切り分けが必ずしも簡単ではないということを意識する必要があるのでは

ないかという御指摘を頂いたと理解をいたしました。 

○落合委員 この親権という言葉は変えた方がいいような気はずっとしてはいるのですけれ

ども、親責任という言葉、これは英語で聞くと何かもっともな感じがするのですけれども、

日本の文脈で今これを使ったときに、子供の養育は親の責任である、家族の責任であると

いう言い方も今あるわけですよね。ですから、社会的な責任とか国の責任ということと対

立して理解されると困ったことになるなと思って、それを危惧しています。基本的にはオ

ーソリティよりリスポンシビリティだろうと思うのですけれども、今のこども庁にこども

家庭庁と名前が付くというような状況で、責任という言葉の方が意外と重く親にのし掛か

るものとして、今の日本の文脈で思われないかなというのが少し気になるところです。で

も、どちらがいいというのははっきり考えが決まらないのですけれども。それから、本当

はその中身を分けて別の人が持てるようにするというのが、理論的には正しい感じがする

のですけれども、実務としてそれは難しいという、何も決まらなくなるということも想像

できまして、だから、そこもなかなか難しいなと思っております。はっきりした意見でな

くてすみませんが、そのように考えました。 

○大村部会長 ありがとうございます。２点御指摘を頂いたかと思います。親権という用語

を変えるということには賛成であるけれども、親責任という言葉が持つ別の含意にも注意

する必要があって、重すぎるものがのし掛かることにならないだろうかというような御指

摘を頂きました。それから、様々な責任ないし権限が分属すると考えたいけれども、しか

し決定ができなくなるという事態を避けなければいけないということも理解できるので、

その辺のバランスを考えなければいけないという御指摘もいただいたと思って伺いました。 

○小粥委員 小粥でございます。既に私の申し上げたいことが落合先生におっしゃっていた

だいたので、重なってしまって恐縮なのですが、一つ目は、１８ページの①の権利ではな

くて義務とか責任を強調する方向性ということ自体は基本的には異存ございませんけれど

も、落合先生がおっしゃったとおり、親だけの責任、あるいは親だけが子育てを担うのだ

というようなことになると、やはり問題はあるのだろうと思いますので、国が親責任を負

う親をサポートするというようなことを民法という法律の中に書きにくいような気もする

のですけれども、でも、その辺をうまく手当てするということは、社会へのメッセージと

いうことを考える場合には大事になってくるのではないかと思ったと、これが一つ目です。 

  二つ目のことは、権限の分属とか、それから仕分ということ、あるいは前半で議論され

た第三者が関わってくる子育て、あるいはたくさんの人がネットワークのように関わる子

育て、共通して問題になることですけれども、たくさんの人が関わるという可能性がある

のだとすると、船頭多くしてうんぬんということでもありますけれども、決め方を、明治

民法のように家長が決めるということがよいというつもりはないのですけれども、誰が一

番責任を持つのかとか、話がまとまらないときにどう決めるのかということを考えるとい

うことはとても重要で、いろいろな人が出てくると決まらなくなるからよくないというだ

けの方向ではなくて、決まらなくなった場合にどうするのかを考えることも必要ではない

かと。以上、２点でございました。 

○大村部会長 ありがとうございます。前の落合委員の発言と関わる形で御発言を頂きまし

たけれども、親の責任に関して、国の関与ということを民法に何とかうまく書き込めない
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かということを考えていく必要があるのではないかというのが１点と、それから、決まら

ないということが困るというのはそうなのだけれども、まとまらない場合の決め方を定め

ておくという観点も必要だろうという御指摘を頂いたかと思います。 

○窪田委員 窪田でございます。２点発言させていただけたらと思います。 

  １点は、まずここで示していただいている方向、この第４の部分というのは言葉の問題

であると同時に概念の問題であるのだろうと思います。概念の関係を整理していただくと

いうのは大事な課題であって、それは絶対にやらざるを得ない部分なのだろうと思います。

特に親権と監護権の関係というのは多分、この中にも詳しく書いてもらっているように、

財産管理権プラス身上監護権イコール親権だよね、だからそのうち監護権だけ外に出した

ら財産管理権だけが残るよねと、そんな単純なものではないというのははっきりしている

のだろうと思いますので、言葉の問題とは切り離して、とにかくその関係について明確に

していく必要があるのだろうと思います。言葉の問題と切り離してと少し申し上げました

のは、どちらが先でもいいのですけれども、多分、言葉の問題はある意味、ものすごく分

かりやすくて面白いものですから、そこにはまってしまうと、なかなか実際の具体的な話

に行かずに、そちらの方にだけ焦点が当たってしまうのかなという気もしながら伺ってお

りました。これが第１点目です。 

  第２点目なのですが、第３の③の辺りについて、こんなに細かく分けることは難しいか

もしれないということで御指摘がありましたし、この資料自体もどちらかといえば、非常

に体系的に様々なものを分類して、領域を整理し直して、監護権なり、監護なり親権なり

を再整理するというイメージがあるのかとは思います。ただ、それほど頑張らなくても、

通常の親権、監護権についての一般論としての規律とは別に、例えば医療の分野において

どういうふうな形で同意を与えるかとかといったことについては、特則として置くという

ことは十分に考えられるのだろうと思います。というのは、従来からも医療における同意

というのがそもそも親権の行使なのかどうなのかはっきりしていなかったというようなこ

ともありますし、例えば、親権者には指定されておらず、監護者にもなってはいないのだ

けれども、実際に同居する親というのがいる場合に、多分その親の同意というのは緊急性

が高い治療とかにおいては必要だし、恐らくそうした場面では妥当なのだろうと思うので

すが、そうしたことを支えるルールというのが用意されていなかったという点からすると、

私自身は、親権とか監護権の概念を体系的に整理する中で一定のものを切り分けるという

よりは、今までうまく行かなかったものをある程度ピックアップして、それについて特則

を設けるという意味での、③のような行き方というのはあるのかなと感じました。 

  以上、２点です。 

○大村部会長 ありがとうございます。窪田委員からは議論の仕方について御指摘を頂いた

と理解をいたしました。まず一つ、用語の問題と概念の問題とがあるのですけれども、概

念の方をまず固めていくということが非常に重要なのではないかという御指摘があったか

と思います。それからもう一つに、細かく分けた上で一般論を再構築するという思考方法

をとるのではなくて、個別の問題に即した形で特則を考えるというアプローチもあってよ

いといった御指摘を頂いたと理解をいたしました。ありがとうございます。 

○大石委員 千葉大学の大石です。落合先生がおっしゃったことにおおむね同意ということ

を申し上げたいと思いました。ただ、親責任という言葉、責任という言葉が法律の世界で
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どういうふうに捉えられてるのか、私はよく分かっていないのですけれども、いろいろな

捉え方もあるようです。ですので、むしろ「親の権利及び義務」ですとか、「監護者の権

利及び義務」ですとか、そういう表現のほうがはっきりするようにも思います。少子化が

進んだ今の社会では、親だけで子供が育てられるわけはなく、国の関与ですとか様々な社

会システムからの支援が必要だという状況を踏まえますと、親だけが子育ての責任を負う

というような印象を与えるような言葉を使うのは多少問題があるのではないかと考えてお

ります。①の部分についてだけ意見を申し述べさせていただきました。 

○大村部会長 ありがとうございます。大石委員からも、やはり責任という言葉が持つニュ

アンスとか含意があるのではないかということで、別の言葉で置き換えられるのならば、

置き換えることを考えた方がいいのではないかという御指摘を頂いたと受け止めました。 

○原田委員 私も、池田委員の意見に大体賛成なのですが、一つは、財産管理権と法定代理

権という言葉が出てきますけれども、監護に必要な法定代理権あるいは財産管理権は監護

の中に含ませて考えるというような整理の仕方でないと監護が十分できないのではないか

と、そういう整理の仕方をどうやってすればいいのかよく分かりませんが、そういうこと

を思いました。それから、責任という問題が、誰に対する責任かというのは、これは子に

対する責任なのだろうと思うのですけれども、そうすると、その責任の対象である子は親

に対してどういう請求ができるのか、あるいはそれを拒めるのかとかいう発想も必要なの

かなと。面会交流のときにそういう話が少しありましたけれども、面会交流しない親に面

会交流を要求できるのかとか、いろいろな、責任の対象がどう考えるのかというのを、ま

だ私も整理が付いていなくて、そこを疑問に思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。２点御発言があったかと思いますが、１点目は１８

ページの④のところで、先ほど池田委員からも御発言がありましたけれども、監護のため

に必要な代理権があるのではないかという前提で実務は動いているように思うのですけれ

ども、それをうまく説明できないかということなのかと思って伺いました。それから、責

任という言葉の当否が問題になっているけれども、責任というときにはその責任の相手方

が考えられるので、相手方が持つ権利がどういうことになるのかということも考えなけれ

ばならないという御指摘を頂きました。 

○落合委員 大石さんのおっしゃった、親の権利と責任と並べて言うのが分かりやすいのか

なと、伺って思ったのです。ただ、それが法律用語として、今まで親権と書いてあったと

ころにそういう少し長い表現を入れて当たるのかどうか、うまくはまるのかどうかという

ところが心配なのと、それと、親権の「権」の理解なのですけれども、ペアレンタル・オ

ーソリティの訳なのですね、１５ページを見ますと。それを権利と訳すのは間違いですよ

ね。これは法律家の方たちに質問なのですけれども、親権というのは親の権利であると理

解してしまっている人は結構いると思うのですけれども、それは正しいのでしょうか。日

本の親権は英語でだったら何と訳してきたのでしょうか。言葉のことを考えるという機会

ですので、基本的なことを教えていただきたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。落合委員からは、先ほどの大石委員の発言がわかり

やすいが、しかし法律用語としてうまく行くかどうかの検討も必要だという御指摘を頂き

ました。その上で、現在の親権という用語がどういう意味なのかということについての御

質問があったかと思います。事務当局の方で何かお答えになりますか。 
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○北村幹事 事務当局でございます。現在、外国語法令翻訳のサイトの方で当てている言葉

としては、ペアレンタル・オーソリティという言葉を当てております。ただ、これは飽く

までも暫定的な訳ということで当てておると。権利なのかどうかというところについては、

学者の先生からも頂ければと思いますけれども、資料の中にも、権利ということではなく

て、権利及び義務あるいは権能という意味で理解をされていることの方が多いのかとは思

いますが、ただ、一般的には権利だということで誤解をされている方もいらっしゃるとい

う理解はしております。補足がありましたら、学者の先生方からお願いいたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。これを議論し始めるとなかなか大変なので、今の段

階で立ち入るのはどうかと思っています。少しだけ落合委員の質問に対してお答えしてお

くと、親権という言葉は英語の概念を翻訳したわけではないので、英語との対応で考える

というのが本筋というわけではないというのが一つです。元々はヨーロッパの用語に対応

するものとして考えてきておりますけれども、ヨーロッパの方の用語が変わっても日本の

親権という言葉は変わらないですので、そこに意味のずれが出てきているということもあ

りまして、精密な検討をするとなりますとかなり難しいことになります。以上の経緯をふ

まえた上で、現在日本ではどのように受け止められているのか、あるいは英語で表現する

としたらどのように表現するのがよいのかといった形で議論をすることになるのかと思い

ます。落合委員、今のところはこの程度の説明でよろしいでしょうか。 

○落合委員 はい、どうもありがとうございます。 

○戒能委員 もちろん親の子に対する義務とか責務、責任ではなくて責務といいましょうか、

そういうことだとは思うのですが、他方で、もちろん子の利益のためにということなので

すけれども、やはり親の権利性というのがあるということです。一番明確なのは国家など

に対してということで、そういう側面もあるということを、これは留意しておいた方がい

いと思っております。 

  それからもう１点は、先ほどからも御指摘があるとおり、１８ページの課題の③の分属

というところなのですが、これは基本的には先ほど窪田委員がおっしゃったようなことだ

と思っておりまして、やはり現に養育、子育てをしていて子供についてよく理解している

人が判断すべきことであるけれども、特則という形で、その状況とか問題によって切り分

けていくということはあるかもしれないけれども、基本的には子供に一番近い人が最終的

な判断をすべきだという考えを私は採りたいと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。２点あって、１点目は親権の「権」の権利性という

ことも考える必要があるだろう、それは国家に対する権利という意味だという御指摘だっ

たかと思います。それから２点目は、原則としては子供を監護している人が権限を行使す

るとして、それに対する例外はあるだろう、しかし原則の方を重視して考えたいという御

趣旨だったかと思います。 

○落合委員 いろいろ教えていただいてありがとうございました。オーソリティというか、

その元々のヨーロッパ語がどこの何だったのか、不勉強で分からないのですけれども、も

しオーソリティだったら義務とか権利という意味はないですよね、権威とか権限という感

じかなと思うのですけれども、そうしますと、今の親権という言葉は日本語で共通理解が

曖昧だということになりますね。そうすると、やはりキーワードがそういう曖昧なことで

はいけないと思うので、これが権利と責任ということを意味しているのだとしたら、親の
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権利と責任とか、権利と義務と先ほど大石さんはおっしゃったのですけれども、義務とい

うのよりは責任の方がいいような気がするのですけれども、例えば、親権という言葉をも

し残すとしても、最初のところに、すなわち親の権利と責任とか書くというのはどうです

かね。今、親権という言葉の意味が非常に多義的で難しいとかいうようなことを法学者が

議論しているのでは、一般国民は全く分からないと思うので、最初のところに何かそうや

って少し、国民フレンドリーな法律の言葉にしたらいいのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。多くの方々に分かりやすい用語を探す必要があるの

ではないかという御指摘を頂きました。それから、先ほどの大石委員の御発言にもありま

したし、今の落合委員の御発言にもあったのですけれども、親権の内容を説明して、それ

が一定の権利及び義務であるという規定は現在もあるのです。それらを総括するときに親

権という言葉がよいか否かということが今ここで問題になっている、中身をどのように捉

えるのかということと、それを一括りにしたときにどういう言葉を当てるのかという問題

がここで議論されている、そういうことだろうと思って伺いました。この先まだ議論して

いくことだと思いますが、取りあえずそのように受け止めさせていただきます。窪田委員、

武田委員の順番でお願いいたします。 

○窪田委員 すみません、もう今、部会長から出た点が一つで、現在も８２０条という規定

があって、親権を行う者は、子の利益のために、子の監護及び教育をする権利を有し義務

を負うということから、権利、義務という言葉が比較的よく使われているということなの

だろうと思います。それから、落合委員から御質問がありました、元になったヨーロッパ

の言語は何なのかというと、私はドイツ法しか知りませんが、ドイツ法の方ではエルタリ

ッヒ・ゲバルト（elterliche Gewalt）という言葉です、ゲバルトというのは昔の大学紛

争時代のゲバ棒のゲバルトですけれども、単語としては暴力という意味もあれば力という

意味もありますし、そういう意味では、親のゲバルトというのは非常に強いニュアンスを

持った言葉でした。それが改正によって廃止され、親の配慮という用語に変わったという

ことです。 

○大村部会長 ありがとうございます。武田委員の前に、ドイツ法の話が出たので、フラン

ス法の話もどなたか少しなさっていただければと思いますけれどもいかがですか。 

○水野委員 フランス法の親権は、当初はピュイッサンス・パターネルという言葉でした。

それがオートリテ・パレンタルに、つまり父の権力から、両親の権限に変わりました。親

権概念の変遷は、母親と子供の地位が次第に上がる歴史だったといわれています。もとも

とは父の権力だったのが、その権力性を示すゲバルトやピュイッサンスという強い言葉か

らゾルゲとかオートリテという柔らかい言葉に変わっていって、そして父のものだったの

が両親のものに変わっていきました。西欧法の親権は、当初はその言葉から強い権力性が

明らかだったのですけれども、日本の親権という言葉は元々明治民法の段階で、かなりそ

ういう子供に対する義務でもあるという理解で進んでいた段階で継受して、それを親権と

いう言葉を作ってその中に書き込みましたので、それほど強い言葉だとは私自身は余り思

っておりません。 

  ついでに発言させていただきますと、監護権という言葉もいいかげんに作られています。

明治民法では、離婚後も、父が親権を持ち続けるという前提で考えて、ただ、幼い子供は

やはりお母さんでないと育てられないだろうというので母に監護権を与える可能性を設け
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ました。それを戦後のときに余りきちんと考えずに機械的に男女平等にしただけで、監護

権規定を残し、戦後改正後もしばらくは父が親権をもつほうが多数だったのです。そして

徐々に変わっていって、昭和４０年頃に母が親権を持つ方が多数になって、それなら育て

ている母が離婚後そのまま親権者になればいいのであって、監護権概念は不要ではないか

という議論が一時期有力でした。しかし、やがて子供の奪い合いが問題になり、親権と監

護権の分属が共同親権的に使われる可能性が議論されるようになりました。つまり、かつ

ては離婚することは、お母さんたちにとっては子供を奪われる前提だったので、離婚後は

電信柱の陰からそっと子供の様子を見るのがせいぜいで、そういう事態は放置されていた

のですけれども、やがて母の方が子供を連れて逃げるようになって、父が異議申立てをす

ると議論も変わってきました。いずれにせよ日本法はいつも当事者の実力任せで、子供を

奪われた側を助けることはなかったのです。子供の奪い合いが問題になってから、離婚後

の親権や監護権の見直しが進んできたという流れです。親権と監護権について、そういう

意味では元々あまりきちんとした議論はなされておりませんでした。 

  何しろ戦後の改正は本当にどたばたでした。戦後改正で不貞行為を男女平等に離婚原因

にしたのですけれども、そんなことをしたら夫の不貞行為ごときで離婚になってしまうと

いう強い反論があったぐらい、明治民法の作り上げた常識は強かったのです。さらに、第

３の問題に戻ってしまうのですけれども、明治民法は、同じ家の親子に法的な関係がある

という発想でできておりました。ところが家が廃止されたときに、本当ならば養子縁組の

効果もきちんと考えなくてはならなかったのですけれども、それは考えなかったので、法

的効果を持つ複数組の親が出現することになりました。今度は一組の夫婦が担うという解

釈論的枠組みを立てられたということで、これは戦後の改正のときによく考えずに立法し

てしまったことの取りこぼしを再構築しようという大きな試みだろうと思います。 

  そういう意味で、この一組の夫婦が担うという解釈論的枠組みは、多少の例外を認める

にしても、とても意義があると思うのですけれども、同時に、危惧されますのは、現在で

は、他の新たな論点への波及がありうることです。同性婚の可能性が論じられていますか

ら、そこに波及しますと、議論が紛糾します。同性婚を認めるにしても同性同士では子供

は作れないわけですから、人工授精や代理懐胎を認めるかというすごく難しい問題にも入

りますし、生殖子の提供者を含めて３人の親という可能性も生じ得ます。3人の親につい

ては、明治民法は嫡母庶子関係というとんでもない親子関係で３人の親を認めてしまって

いました。そういう古い伝統もありますので、何でも多様化というよりは、今回の改正は、

まず原則を立てるという形でアプローチするのがいいと思います。 

  明治民法を改正したときの取りこぼしの問題は、その次の問題にもあるので、申し訳あ

りませんが、次の問題も少しだけ一緒にまとめてしゃべらせてください。明治民法では、

氏の変更が家の変更を意味しており、その認識を引きずって、氏の変更に裁判所の許可と

いう重い条件をかけました。戸籍が家の単位だったのですが、三代同籍の禁止などで戸籍

も夫婦ごとになり、同籍者の基準として、家に代わって、民法上の氏がその代用をするこ

とになっています。そうすると、婚氏続称した親が親権を得て、その子を自分の戸籍に引

き取るときには、子の称する氏そのものは全然変わらないのですけれども、民法上の氏が

変わると考えられて、家裁の許可が必要になる。でも、同じ親が婚姻前にもうけていた子

を自分の戸籍に引き取るときには、子の称する氏が変わるにもかかわらず、家裁の許可は
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不要で、入籍届だけで可能です。このように、慌ただしい戦後の民法改正には、家という

枠がある発想で作ったものも残り、取りこぼしがかなりあります。そういう取りこぼしに

今回は手を入れようとしている構造でもあることを御理解いただければと思います。 

  長くなりました。ありがとうございました。 

○大村部会長 ありがとうございます。少し難しい込み入った歴史的な経緯についてのお話

もあったかと思いますけれども、戦前の明治民法の下で存在した制度が戦後に改正された

ときに、意識的に放置されたものもありますし、気が付いてみたらこうなっていたという

ものもありまして、様々な経緯があります。親権という言葉も、そうした経緯を踏まえて、

今、使っているということだろうと思います。どの程度整理することができるのかという

問題はあるのですが、歴史的な経緯も踏まえた上で検討する必要があるのだろうと思って

伺っておりました。 

○武田委員 いろいろ言葉のお話がずっと続きましたので、第３の方にもう一度戻らせてい

ただきまして、改めまして、親子ネット、武田でございます。私はこの整理の仕方に関し

ましては、１２ページの表で示されている、これは非常に簡易な表ですけれども、この中

身を再整理していく方向なのかなと思っています。特に、１点目に書いてあります、この

表上は親権の外に出ている子の扶養という話、これは以前にも申し上げましたけれども、

親権者でもない、子供にも会えないし、様子も全く分からない、養育に何ら関わることも

できないのに養育費を払う、これは一体何なのだという声に、この上位概念でひもとくの

が相当かどうかというのは、まだ判断できないですけれども、一定、答えていくことにな

るのかなと、この①に関しては考えております。こういう整理をする中で、これも以前に

申し上げましたが、教育基本法で、父母とその他保護者みたいな、こんな表現もあると認

識しています。こういう概念的なことをまず整理する、その上でいろいろ今、名前の議論

もありましたけれども、名称についても、方向性としては権利性を弱める方向で検討をし

ていくというのは非常に良い方向かなと改めて思いました。 

  ②に関しても、基本的には進めるべきと思っています。１６ページのイのところに、リ

ーガル・カストディとフィジカル・カストディというところに関してきちんと分割して、

もう少し細分化して規律を検討していった方がよいのではなかろうかと、考えています。 

  ③の分属に関しては、いろいろ意見が出ておりますが、私もこういう細かく分離して一

方の、これはこの人、医療はこっち側、教育はこっち側、こういうふうに分ける形、いわ

ゆるプロットして分けるような形ではないだろうと思っています。双方責任のガイドライ

ンみたいなもの、考え方というようなものが一つあって、その上で、日本は協議離婚とい

う非常に高いハードルがありますが、養育計画書を作成して、きちんと合意の上で裁判所

が認定するという形がよいのではなかろうかと、考えております。 

  あと、ここまでの議論で余りフィジカル・カストディ、日本語で監護の分担という言葉

を当てていいのかどうかというのが判断できませんが、余りここまで議論の俎上に上がっ

ていなかったかなと思います。正に関わり方に関わる問題かと思っておりまして、単純に

面会するということではなくて、もう具体的な例として出ておりますが、食事の世話をす

る、お風呂に入る、宿題を見てあげる、寝かし付けをさせてあげるように監護を分担する

方法をとった方が望ましいということも当然、ケースとして非常に多いものと思っていま

す。実際このような関わり方をする親子は、私どもの経験上でも養育費、面会交流も途絶
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えずに続いているケースが非常に多いと感じています。実際、別居以降何年にもわたって

全く面会もできなかった親子、これが１週間のうち土日の２日間を一方の家で過ごして、

残り５日間を他方の家で過ごすといった事例も最近は非常に増えてまいりました。なので、

子の監護の分担というところに関して正に、以前も述べましたが、うれしいことも悲しい

ことも含めて子供の育ちに関わると、そんな考え方で、子供の福祉のために、ここの監護

の分担に関しても、今後の論点として検討いただきたいということを申し上げさせていた

だきます。 

○大村部会長 ありがとうございました。全体として、概念を検討した上で用語に進むとい

うのがよいのではないか、そして、余り細かい分属を考えるというのは疑問だけれども、

監護の在り方についてはより分節化した検討を行って、分担という方向も考えていくべき

ではないか、このような御意見として承りました。ありがとうございます。 

○落合委員 少し補足的なことなのですけれども、先ほど水野先生に歴史を話していただい

て、すごくよく分かって、有り難かったと思っています。かなり本質的な議論をここでは

しますので、面倒がらずに遡って、家まで戻って考えないといけないことが多いと思いま

す。それで、家に戻る話を一言だけしたかったのですけれども、家制度の下では離婚のと

きに子供は置いて出るのが当たり前だったという話ですけれども、それは明治以降の法律

の話なのです。江戸時代の家の実態を見ていますと、夫の側に置いて出るとは限らないで

す。いろいろあります。女の方が連れて出たりとか、その後で親戚に預けたりとか、いろ

いろあるのです。地域差もありますが。だから、明治になって法律ができたときにも現実

と乖離があっただろうと思います。だから、そういういろいろな経緯を踏まえて今の議論

をしたいなと思います。よろしくお願いします。 

○大村部会長 ありがとうございました。先ほど明治期の話が出ましたけれども、それとの

対比で江戸期の状況について御説明を頂きました。検討するときに、事実としてどうだっ

たのかということと、権限がどのように分配されたのかということを、先ほど出た話です

けれども、分けて考えるということも必要かと思って伺っておりました。 

○池田委員 池田でございます。先ほど戒能委員の方から、親権というのは国家に対する権

利というところは忘れてはならないという御指摘があったのを受けて、コメントさせてい

ただきます。その御指摘の点は非常に重要だと思います。やはり国家ですとか、それを含

む公的権力の不当な介入を防ぐという意味で親権というのが理解されてきたということも

ありますので、その点が全くなくなってしまうというのは、やはり危惧を感じます。その

文脈で考えますと、先ほど何人かの先生方から、責任というのを親だけに押し付けてはい

けないと、社会で広く責任を負うというふうな形が望ましいという御指摘があったところ

なのですが、ただ、親は子の養育に対する責任を負っているから、その責任を果たすため

の一定の権限を有しているという関係性にあるわけですので、その責任を広く社会で負う

となったときに、その社会が広く権限を持ってしまうとなると、不当な介入を招くという

危険もあるのではないかということを感じました。その意味で、社会で広く責任を負うと

いうことについては一定の慎重さも必要かなと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。国家との関係というのは重要な視点だという御指摘

を頂き、社会が責任を負うといっても、不当な介入が生じないようにする必要があるとい

う御指摘を頂きました。 
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○今津幹事 幹事の今津です。親権の権利性に関して意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

  今回の部会資料の１２ページに整理されておりますけれども、その中で、第三者に対す

る妨害排除請求権というものに言及されております。これは正に第三者との関係で権利と

して親権を行使する場面だと思うのですけれども、この場合、通常の訴訟の手続の中で、

正に権利としてそれを主張していくという形になりますので、あたかも物を排他的に支配

する所有権者が妨害排除するかのようなイメージで受け取られかねないような側面もある

かのように思いますので、子供に対して排他的支配を及ぼしているからこういう権利が出

てくるのだというような説明にならないような形での整理が可能であれば、検討したいな

と思っているところです。 

  また、第２のところで話題に上りましたけれども、祖父母など父母以外の人に仮に監護

権というものを観念するのであれば、ここでいう第三者に対する妨害請求権というものの

中身が従前想定されていたものと少し扱い方が異なってくる可能性があるのではないかと、

つまり、現在では祖父母が子供を事実上、監護していて、それに対して親権者が妨害排除

として引渡し等を求めるというようなことが通常の訴訟で争われることもあるかと思うの

ですけれども、これに祖父母も監護権なりを持つ可能性があるのであれば、それは通常の

訴訟というよりも、むしろ家事の手続で扱うような側面もあるかのように思いますので、

その辺りの第三者というのが誰を想定してどういうふうに行使され得る権利なのかという

ことについても検討できればと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。今津幹事からは、１２ページに出てきます妨害排除

ということについての御指摘がありました。子供に対する外部からの介入について妨害排

除ができる、そのときに親権の権利性ということが言われるわけですけれども、それを子

供に対する排他的な支配だというのではないやり方で説明することが必要ではないか、そ

れから、第三者の妨害を排除するというのだけれども、祖父母に監護権を割り当てること

になったときには第三者概念を考え直していくことが必要になる、それに伴って手続にも

影響が生ずる、そうした御指摘を頂きました。 

○赤石委員 しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。よろしくお願いします。この親権

や監護権に代わる言葉をどう議論するかというのは、双方責任というような形で一度、仮

に置いた概念だと思うのですけれども、そこでどのように双方が責任を持つのか、みたい

な議論があったかと思います。そこと分けて今、概念をどういうふうに整理するのかとい

う議論が出てきていると思っていて、しかり、かなり重要な議論だと思っていますので、

かなり綿密に時間を掛けて議論をすべきだと思っています。 

  私としては、親権というかなり支配的なニュアンスがある概念、言葉が変わっていくの

は歓迎なのですけれども、その親責任と今、御提案が書面であるその言葉の、同居親とし

ての責任と別居親としての責任というのがあると思うのですけれども、扶養の責任は五分

五分で考えられていると思うし、その点がはっきりしていた方がいいと思います。監護の

責任は、もちろん主たる監護者が子の福祉を考えて実行するわけですが、ある程度時間的

な分担とかいうことが提案されているということではあるけれども、主たる責任というの

はやはり一人の親の方にあるのではないかと思っておりますし、決定責任も、いわゆる監

護というふうな内容の人が担うのではないかと思っているのですが、それをどのように表
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現していくのかというのは、先ほど社会との関係、国との関係というのがあるのを学ばせ

ていただいたので、かなり場合を想定して丁寧な議論が必要ですので、ここでもまだ出て

こない議論があるのかもしれませんので、かなり重要な議論だと思うので、時間を掛けて

議論してほしいということをお伝えしたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。赤石委員から二つのことを言っていただいたと受け

止めました。一つは、責任ということがどういう意味を持つのかということ、先ほどから

御意見いただいておりますけれども、非常に重要な問題なので、時間を掛けて良い用語を

探すという必要があるのではないかということ。それからもう一つ、以前の議論との関係

について触れておられたかと思います。双方責任という言葉が挙がりましたけれども、責

任ないし義務の分配、あるいは帰属をどうするのかという問題と、その対象をどのように

切り分けるのかという問題があるのだろうと思います。今日はその後者の方を主として議

論しているのだろうと思いますけれども、どこかで両者を重ね合わせて、言葉の方も調整

するということが必要になるのかと思って伺っておりました。 

  そのほか、第４について御意見があれば頂戴したいと思います。今日できれば最後まで

行きたいと思っておりますので、もし特にという御発言がなければ、お疲れかもしれませ

んが、休憩を挟まずに、残りの第５、６、７に進みたいと思います。原田委員、手を挙げ

ておられますか。 

○原田委員 ２１ページの課題のところのお話がほとんど出なかったので、一応、子に一定

の財産があっても、親が自分と同じレベルの生活を子に提供する義務というのは変わらな

いのではないかと、ただ、子に資産がある場合は、親が提供できないようなものを子の資

産を使って、例えば専門教育を受けるとか、そういうことはあり得るとしても、ここは余

り影響しないのではないかという、私もそう思いましたし、弁護士の中で議論しても、そ

のような意見が多かったように思います。養育、監護、扶養という概念の問題は、先ほど

池田委員が言われたように、扶養というのは監護、養育の経済的な側面を考え、扶養と監

護と財産管理ですか、そういうような形で整理ができるのではないかとおっしゃった意見

に賛成です。 

○大村部会長 ありがとうございます。２１ページの課題のところについて御意見を頂きま

した。①について、財産があっても親の側に義務があると考えるべきではないかというこ

とと、養育、監護、扶養について、先ほど池田委員が触れられたような考え方に賛成であ

るという御発言を頂きました。 

○青竹幹事 １点だけ、先ほどの用語の議論に戻らせていただきますが、親権という言葉の

代わりに、親権とか扶養とか、いろいろ含めた形での一般的な概念を設けるという流れに

賛成いたします。ただ、その場合でも、お話をお聞きしていて思いましたところでは、や

はり内容的には現行法の親権に当たる部分について、また用語を考える必要があるのでは

ないかと理解いたしました。そこで、また親権とか監護権のような言葉を使ってしまいま

すと、結局権利性が強調されるという問題が出てまいりますので、ここでいう内容的な親

権の部分について、先ほど議論していただいている親責任とか親義務とか、親の権利及び

義務ですか、そういった用語を用いるという検討をするということになるのではないかと

理解いたしました。その場合に、やはり別居とか離婚後には、どちらか一方がそれを負う

ということになるのであれば、その場合でも一般的な扶養義務といった親としての義務は
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消滅しないという、そういった明文の規定を設けるのがよいのではないかと考えておりま

す。 

○大村部会長 二つおっしゃったのかなと思いますけれども、一つは、先ほどの用語の問題

がありましたけれども、親権に当たるものについて何か名前を付け直す必要があるという

ことをおっしゃったと理解していいですか。 

○青竹幹事 そうですね、親の一般的な義務としての用語と、もう少し限定的な現行法でい

う親権に当たる内容に当たる用語としての義務だとか責務といった適切な用語を考えるべ

きではないかということを申し上げました。 

○大村部会長 ありがとうございます。階層的に幾つかのものがあるのですけれども、一つ

のものを、例えば親責任と名付けたとしても、他のものについて○○権というかたちで残

っているというのでは支障があるだろうという御指摘があったのではないかと思います。

これはよく分かりました。その上で、親権のレベルに親責任という言葉を当てるというこ

ともおっしゃっていたのかと思い、そうすると一番上位の包括的なものについてはどうい

う用語を当てるのか多少疑問に思ったのですが、いずれにしても、それぞれのものについ

て用語を当てるということが必要だということだと理解いたしました。それから、もう一

つは、その問題ではなくて、扶養のことについてもおっしゃっていて、離婚後も従前同様

に扶養義務を双方の親が負うということですか。 

○青竹幹事 明文化すべきではないかということでした。 

○大村部会長 分かりました。ありがとうございます。 

  それでは、第４までは御意見を頂いたということにさせていただきまして、第５、第６

と、最後のその他について御意見を頂戴したいと思います。これもどの点についてでも結

構ですので、お願いをいたします。 

○佐野幹事 佐野です。氏の変更の部分のことについてなのですが、連れ子別居の場合に未

成年養子縁組がとられている理由の辺りをきちんと把握する必要もあるのではないかと、

それを前提として、その代替として子の氏の変更がとられているのであれば、と考えるべ

きではないかと思いました。 

○大村部会長 ありがとうございます。子の氏の問題が未成年養子縁組とどのように関連し

ているのかということについて、もう少し明らかにした上で議論する必要があるという御

指摘と受け止めました。 

○石綿幹事 幹事の石綿です。今の佐野幹事の意見に重ねて、氏の話を述べさせていただき

ます。佐野幹事がおっしゃったとおり、連れ子養子の場合に本当に氏の変更だけを目的と

しているのか、あるいはそうではなくて、親子関係を構築し、親子としての権利義務を負

うという目的を持って行っているのかという実態の調査は必要かと思いますし、それを踏

まえた上で議論をしていくべきだと思いますが、仮に２５ページに書いてある実態がある

としてということで、次のことを発言させていただきたいと思います。 

  ２４ページの最後の段落で書いてあるように、氏の変更と養子縁組の手続の不均衡とい

う問題が生じているように思います。そのような理由は、先ほど多分、水野委員が戦後改

正の経緯の中で御説明くださったかと思いますが、そのような手続上の不均衡をまだ残し

ておく必要があるのかということは考えた方がよいのではないかと思います。個人的には、

２６ページの方に書いてありますが、一定の場合に限定してでも、家裁の許可を不要とす
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るということを考えてもいいのかもしれないと思っています。その場合、再婚してどちら

かの親の名字が変わった結果、氏を同じにするということの裏返しとして、その再婚家庭

が離婚をした場合の氏の変更についてのケアもできた方がよいのではないかと思います。

今は養子縁組の届出と離縁によって氏が変わっていることを、氏の変更ということで２回

やるという家庭も出てくるかと思いますので、家族を新たに作るときだけではなくて、別

れるときの対応も考えておいた方がいいのかなと思います。 

  それから、もしこの点について検討を進めていく場合、養子縁組をする場合と氏の変更

をする場合で戸籍上の扱い等でどういう違いが生じてくるのか、例えば何か子の社会生活

上の様々なところで違いが生じてくるのかということをある程度資料で整理をしていただ

けると、議論する際に参考になるかと思いますので、それも可能であれば事務当局にお願

いしたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。佐野幹事がおっしゃった前提問題を踏まえた上で、

基本的な方向としては２６ページの提案のようなことを考えるべきではないか、しかし、

この先の問題として、離婚後の問題とか、戸籍上の扱いについても整理をする必要がある

のではないかという御意見を頂きました。 

○赤石委員 ありがとうございます。しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。養育費と

婚姻費用の関係の方をお話ししても大丈夫でしょうか。 

  別居期間中の婚姻費用ですけれども、子供の養育と同居の親との生活というのはどうし

ても一体のものとなるということで、親の生活が貧困であり子供だけ十分な養育を受ける

ということは基本的にはなかなか想定できないのかなと思います。コロナ禍でひとり親の

方、減収が続いているのですけれども、私ども食料支援を続けていますけれども、２、４

００世帯に毎月送っているのですけれども、支援を受けている方の中には、困難の状況の

中で子供だけに食べさせて、子供からお母さんは食べないのと言われて、ダイエットだか

らと笑ってごまかしたというような声も頂いておりますし、子供だけ肉、野菜を食べさせ

て、親は炭水化物だけで１年以上食べていたところ、あるときに就職がお世話して決まっ

たのですけれども、親の血糖値が３００以上超えていて糖尿病レベルだったので、本当に

非常に親御さんが大変な状況で、就職が危ぶまれたというようなことがございました。も

し就職できなければ当然、子供さんの生活にも大きな影響がございます。何とか回避した

のですけれども、そういうことで、親の生活と子供の生活というのはかなり不可分のもの

でございますので、婚姻費用については同じように扱うべきではないかと思います。 

  また、氏の変更、連れ子養子のところなのですけれども、私どもは会員の方にアンケー

トをしようとしたのですが、やはりサンプル数が少なかったので、再婚の御支援をしてい

るような団体にきちんと調査をした方がいいのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。２点について御意見を頂きました。養育費と婚姻費

用については、婚費についても同じように扱うという方向で考えたいという御意見。それ

から、氏の変更については、先ほどから出ておりますけれども、データというか、実情が

どうなっているかということについて、もう少し詳しいことが必要なのではないかという

御指摘を頂いたと理解をいたしました。 

○原田委員 ありがとうございます。弁護士の原田です。私も婚姻費用と、養育費の点です

けれども、弁護士間で議論したとき、やはり違うと、特に養育費の請求について特則を設
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けようというような議論があったときに、婚姻費用までそうするのかについては抵抗があ

るというような意見は確かにありました。しかし、婚姻関係になって、子供の監護のため

とか、あるいは家事のためにキャリア形成を中断するような実態といいますか、夫婦が同

等な関係ではなくなる場合も多くて、そういう場合に突然、成年に達した私人間の紛争で

あると言われるのは違和感があるなという感じがしております。それから、未成年の子が

いる場合は、やはり今、赤石委員が言われたように、親と子の生活が一体ですので、ここ

だけ切り分けるというのはどうかなと思います。それから、もう一つは、子を持つか持た

ないかを結婚するときから決めている人というのは結構少ないので、結果として子が生ま

れなかった場合に、未成年の子がいない婚姻費用だけ別扱いするというのは何となく子供

がいない配偶者に罰を与えるような感じがして、そうすると、子がいる、いないに関わら

ず、やはり婚姻費用は養育費と同じように扱ってもいいのではないかと思います。 

  それから、氏の問題では、２６ページと２７ページの関係で、もし裁判所の許可が要ら

ないとすると他方の非親権者の関与する機会がなくなるかなと。役所に届けるときに何か

同意書を取れとかいうのなら別ですけれども、私はそれでいいと思うのですけれども、そ

れでもいいのかなという疑問はあります。ただ、氏の問題というのは、家族が同じ氏であ

るべき、あるいはあった方がいいという価値観があって、再婚、離婚の場合に子供の氏も

一緒に変えるというところがあると思うのですけれども、今、通称を使っている人とか、

選択的夫婦別姓が認められるかどうか分かりませんけれども、結局同じ家族でも婚姻家族

でも氏が違うという時代が来るのではないかと、半ば希望的観測ですが、そういう状況に

なったときに、子供の氏を次々と変えるという人も減ってくるのではないかと思っていて、

裁判所の許可の問題は、するとしても、ここを余り大きく変えなくてもいいのではないか

と思っています。 

  それから、実態調査という点では、弁護士にいろいろ聴いてみたら、裁判所の許可が要

るので、養子縁組の方が簡単だからそちらにしたというふうな実態は余りないのではない

かという意見の方が多かったということをお知らせしておきたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。幾つか御発言がありましたけれども、第１に、婚費

と養育費と同じように考えるという方向の御意見を頂きました。それから、第２に、氏の

変更については、他方の親の関与をどう考えるかという問題があるけれども、全体として

氏が違っていてもいいという家族が増えるならば、それほど大きい問題ではないという御

感触。それから、３番目に、養子縁組を氏の変更の手段と考えているという例はそれほど

多くないのではないかという御認識を示していただいたかと思います。 

○菅原委員 ありがとうございます。白百合女子大学の菅原です。今、子の氏の問題に関連

して、２７ページの方の（２）の課題の①のところ、よろしいでしょうか。こちらなので

すけれども、以前も年齢のことについて議論したことがあったと思いますが、２７ページ

に書いてございますように、子の社会生活にとって非常に大きな問題ですし、今、原田委

員の方からも御意見ありましたけれども、子にもやはり自分の氏というのを選択する権利

というのはあると思いますので、その意味で、１５歳というところからもう少し下げて、

以前議論したような１３歳ぐらいから子供も参加できるといいましょうか、子供も変更を

申し立てることができるというふうになるとよいのではないかと思います。 

  もう１点は、やはり氏の問題は関係者全員にとって大きな問題となりますので、親権者
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以外の親も、最低限その結果を共有できるというようなシステムがよいのではないかと感

じました。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○大村部会長 ありがとうございます。２７ページの課題のところについて御発言を頂きま

した。子供の申立てについて、年齢を１５歳から、例えば１３歳に下げてはどうか、それ

から、他の親の関与ということが出ているけれども、関与というよりも情報が行くように

する工夫が必要ではないか、このような御指摘を頂きました。 

○落合委員 落合です。何点かあるのですけれども、一つは婚姻費用のところで、私は原田

先生のおっしゃったことに賛成でして、キャリアを中断させて稼得能力を失わせた場合、

それは子供の扶養と同じような義務を課すべきだと思うのです。ですから、子供と、稼得

能力を奪われた妻の扶養というのを独立のものとして、両方とも義務として課すというよ

うな形がいいと思っています。ですから、婚姻費用の中に子供の扶養の費用も入るという

ことは、それで割引とかをされるのですかね、実質的には２人分足すと何割引とかするの

でしょうね、余り引かないでいいのではないかと思います。 

  それが第１点で、それから、子の氏についてなのですけれども、今、母親が再婚したと

きの話が出ていますけれども、母親が再婚しなくても、母親が親権者になったとき、その

ときの子供の氏って母親の氏にするのも大変なのですか。私、そこのところが、ごめんな

さい、よく分かっていなくて。離婚することによって、子供の氏が父親の氏だったときに、

母親が親権者となったときの子供の氏の変更はどのぐらい大変なのですか。そこは簡単で

あるべきだと思っているので、伺いました。 

  それから、３点目なのですけれども、子供の相続権の話が余り議論されていないような

気がするのです。第７のその他になるのかもしれないのですけれども。今の連れ子養子も、

相続権ということでは非常に大きな変化なわけですよね、氏どころではないわけですよね。

その場合でも、実の父の方に対しても相続権は残りますよね。代襲相続の権利もある。妻

が夫の財産の半分の権利があるとみなされるときには、やはり財産を作るのへの貢献とい

うようなことが言われているわけですが、子供による血筋での相続というのは貢献と関係

なく、定まっているわけで、という少し大きい話になってしまうのですけれども、でも、

何かこれって実態と合っているのだろうか、人々が感じる正当性と合っているのかという

ようなことが問題として出てくるのではないかと思います。この辺りは議論していくこと

はできないでしょうか。 

○大村部会長 ありがとうございます。３点お話がありましたけれども、１点目の婚費につ

いては、先ほどから出ている議論に賛成ということでしたが、婚姻費用の性質論に関わる

お話もあって、その辺りも含めて検討する必要があるのだろうと思います。それから、２

点目と３点目は御質問を含む形で御発言があったと思います。２点目は、親権の変更と氏

の変更がどういう関係になっているのか、３点目は、子供の相続について、子供が親の資

産を形成するのに貢献したということがどのような形で反映しているのかという御質問を

含んでいたように思いますが、この２点について、事務当局の方で簡単にコメントしてく

ださい。 

○北村幹事 まず、離婚の際ですけれども、離婚の際に、元々婚姻によって氏を改めた夫又

は妻につきましては、協議上の離婚によって婚姻前の氏に戻ります。親権者、例えば今お
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話がありましたように、母親の方が氏を変更していて離婚したという場合に、親権者を母

と定めたとしても、直ちに子の氏が母の氏になるわけではございませんで、今回議論いた

だいております民法７９１条の１項での子の氏の変更の手続をしていただくことになりま

す。そうしますと母の氏になるということになりまして、母の氏に変更した上で、家庭裁

判所の許可を得て氏の変更をして、それで入籍届を出すことによって、母と同じ氏、そし

て同じ戸籍に入るという手続になります。ただ、この許可の手続自体はそう大変な手続で

はないとは承知をしております。その点は以上です。   

○倉重関係官 事務当局でございます。法定相続分の点につきましては、個々の事案におけ

る寄与というのは考慮しないで、やはり運用されているというか、規律上はそのようにな

っているところかと思います。他方で、先ほどございました、既に相続開始時には亡くな

っている息子の方の配偶者の方の寄与等がどうなっているのだという辺りの御疑問につき

ましては、平成３０年の相続法改正のときに特別寄与という制度を創設してございまして、

そちらの中で考慮等もされるということになってございます。現状ではその限度というこ

とになってございます。 

  本部会の外縁との関係でございますが、相続分のところまで行くというのは、やや今回

の諮問からは距離があるところかなとは感じているところでございます。 

○大村部会長 よろしいでしょうか。 

○落合委員 はい、分かりました。相続のところは、でも、肝要ではあると思うのです、養

子のところなんかと関係しますと。ですから、一番大事なところを外すような気もしない

ではありません。 

○大村部会長 相続一般については、なかなかここでは議論しにくいのですけれども、養子

縁組の効果をどうするかということとの関連で、養子になった場合の相続については多少

検討する余地があるかもしれません。全体としての見直しは難しいのではないかいう今の

事務当局の御発言とあわせて、このように引き取らせていただきたいと思います。 

○落合委員 はい、分かりました。 

○杉山幹事 幹事の杉山です。私は第５の養育費と婚姻費用の関係のところについて、少し

だけコメントをいたします。私も、既に御指摘があったように、養育費の部分だけ婚姻費

用からうまく切り取ることができるのかという点について、やや疑問にも思っていますが、

仮に切り分けられるとしても、その切り分けられた残りの養育費以外の婚姻費用などにつ

いて、今の制度を変えて一般債権のような扱いにしていくということ自体は避ける方向で

議論していただきたいと思います。民事執行法の１５１条２とか、破産法の２５３条など

では、養育費に限らず、扶助の費用とか、あるいは婚姻費用の分担義務などについては、

手続が比較的容易に開始できるようにしたりとか、あるいは免責されないという形で特別

な取扱いがされています。これは、これらの婚姻費用などについての額が低いということ、

さらには毎月定期的に発生するというような性質に着目するとともに、生活の維持に必要

な費用であるという配慮に基づいているからであると理解しております。養育費などを有

利に取り扱うといった場合に、その有利の意味が何によるかと思いますけれども、仮に養

育費だけ今の制度よりも更に簡易な回収方法を認めるという形になったとしても、婚姻費

用については現状維持にしてほしいと思っておりますし、そうしますと、かえって手続が

多層、複雑になる可能性があるので、一括して有利な取扱いを認める方向で検討してもい
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いのではないかと考えているところです。 

○大村部会長 ありがとうございました。出発点として、婚姻費用についての取扱いを現在

よりも不利にしようという議論は、多分、今のところ出ていないのだろうと思いますけれ

ども、その線は仮に維持するとして、養育費の方を更に有利にしたという場合には、養育

費だけそうするという余地もあるけれども、併せて婚費についても同様の扱いをするとい

うのが手続上、違うものを作らないという意味で簡便なのではないかという御指摘を頂い

たかと思います。ありがとうございます。 

○棚村委員 私も第５の養育費と婚姻費用との関係について意見を述べたいと思います。今

までも各委員から出ているように、養育費というのは７６６条１項の監護費用の分担とい

うふうに理解していますけれども、この監護費用の分担と婚姻費用についてはかなり密接

な関係があって、一体的に扱った方がいいだろうというような側面が多いのではないかと

思っています。ただ、そうはいっても、今の条文での請求の当事者とか、それから手続と

いうようなことを考えると、要するに請求の当事者や法的方法も異なってはいるわけです。

その中で、算定の方法などについては、できるだけ合理的で簡易なものをというので、算

定表みたいなものが修正されたりして用意をされている実情があります。 

  ただ、注意すべきところは、金銭の算定などは、基礎収入をベースにしてどう按分する

かとかそういう話なので、それから、義務の程度とか分担の程度みたいなものについては、

割合と共通のところもあるのですけれども、やはり若干、大人と子供というのですか、夫

婦と子供との違いみたいなのがあって、これも有責性をどの程度考慮するとか、それから、

婚姻関係の破綻の程度をどういうふうに考慮して、分担の割合、生活保持から、例えば扶

助程度になるかという違いもありますので、子供の養育費とか監護費用に相当する部分と、

それから、妻なり夫なり配偶者としての生活費の問題については、若干違うところもあり

ますので、それについて配慮する必要はあるのではないかと思います。基本的には現在の

監護費用の分担とか婚姻費用の分担については、その仕組みなり条文を維持しながら、場

合によっては二重取りみたいなことについての調整みたいなことはあり得るし、大人の夫

婦の問題と子供の問題というのはやはり分けて考えて、夫婦の何か有責性とかいろいろな

問題と絡まないように、子供の部分はきちんと確保できるような配慮が必要だと思います。

そこで、一番問題なのは、８７７条での扶養との関係は、少し整理し、監護費用と扶養と

の間は、請求権者とか請求の手続、それから算定とか義務の内容も含めてですけれども異

なっていますので、少し整理をしていく必要があるのかなと思っております。 

  ですから、第５の養育費、監護費用と婚姻費用の関係については、現状をベースとしな

がら、請求する当事者の問題もありますし、それから密接な関連性もあるので、できる限

り現行規定を維持しつつ、要素ごとに、誰がどういう請求をしたときにどのようなものを

分担したのかということを少し考えなければいけない、違いも配慮する必要があるだろう

ということで、皆さんの意見とほぼ同じです。もちろん、一括して、子供の養育費とか婚

姻費用とかというのが、統一して条文を設けるべきだという考え方もあるかもしれません

けれども、私はどちらかというとサテライト型で、場面に応じて紛争を解決するための合

理的な方法や規定として、婚姻費用分担の中に、監護の費用とか教育の費用とか子供の医

療とか、そういうものが含まれている場合には、その要素をきちんと明確にしながら具体

的な算定をし、請求ができるような仕組みというのは合理性があると思います。 
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○大村部会長 ありがとうございました。２点御意見を頂いたと思いますが、一つは、婚姻

費用と養育費の関係については、共通の取扱いをすべき面も多いけれども、しかし、親子、

夫婦の違いというのはやはりあるので、その点を勘案する必要があるという御意見だった

かと思います。それからもう一つは、８７７条の扶養義務の問題と養育の問題ということ

で、これは前の概念整理の方の問題かもしれませんけれども、この点も整理しておく必要

があるという御指摘を頂いたと理解をいたしました。 

○武田委員 ありがとうございます。親子ネット、武田です。今も棚村先生が触れていただ

きました第５に関してと、第７の氏の変更ということに関して、少し申し述べさせていた

だければと思います。 

  今、棚村先生から、帰責するケースということに関して、配慮という表現をされたのだ

と思うのですけれども、非常に私どもの中ではよく報告されるケースでございます。一方

の親が不貞による有責の場合ということで、私の理解では、権利の濫用として、婚姻費用

でなく養育費相当という決定が出る場合、中には一部減額になるケース、全く考慮されな

いケースといろいろあると、そんな理解でおります。この事例の中でやはりよくお聞きす

るのが、いわゆるこの不貞行為が他方配偶者に発覚した後、すぐに子供を連れてどこかに

行きまして、婚費請求、離婚請求がなされる、このようなケースがございます。とはいい

ながら、そういう状況で当然、不貞を理由とした損害賠償請求の訴訟を提起しても、判決

が確定するまで優に１年以上掛かると、ではこの婚費の合意はどうするかというと、まず

は算定表どおり合意するという形かなと思っています。一部の声として、養育費相当なら

まだしも、なぜ生活保持義務まで負うのだという声もございます。したがいまして、養育

費相当になるか否かは婚姻の破綻の程度とかとよく言われますけれども、個別に裁判官が

判断していると理解しています。ただ、この決定の基準や帰責性が判断された後の、暫定

的に払ったことになるのでしょうか、婚費の一部精算など、この辺も分かりやすくしてい

ただきたいなというところを少し、この帰責性という点に関して述べさせていただきます。

第５に関しては以上でございます。 

  第７に関してです。氏の変更ということなのですが、氏の変更、これは申し上げるまで

もなく、子供にとって非常にインパクトのあることなのだろうと思っています。非常に身

近すぎるヒアリングで恐縮なのですけれども、子の氏の変更に関して、今、私の一緒に暮

らしている高校生の長男、正にこういうことになりかねない経歴を持っている子供でござ

います。彼が言うには、名前を勝手に変えられるのは絶対嫌だと、小さい頃なら何も分か

らずに変えられてしまうと思うけれども、一定大きくなったときに、なぜ名前が変わった

のだということに気付くと、その際、この別居に至ったタイミングの、全く僕たちの意見

を聴いてくれなかったということを思い出すと。これは、１５歳になったら、１３歳にな

ったら、自分の意思で変えられるからよいと、そういう問題ではないと、これが私の長男

の意見でした。なので、そもそも氏の変更、原田先生からも、この氏というのが本当にこ

れから将来どう位置付けられるのかという話も当然あると思いますし、この変更ってそも

そも誰のためにやるのでしょうか。家庭裁判所の許可を不要にした場合、子供の意見聴取

というのはどこでどういう手続が残るのでしょうかということに対して、非常に懸念を感

じています。部会資料には簡易なチェックとかという記載もありますけれども、やはりこ

の子供の意思に関しての手続、ここが具体的に明示されない状況で、手続としてこれを進
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めるのかということに関しては、消極的な立場であるということをここで述べさせていた

だきます。 

○大村部会長 ありがとうございます。婚姻費用の問題については、有責性の問題と関わり

があるのではないかという御指摘を頂いたと理解をいたしました。それから、氏の変更に

ついては、それが誰のための変更なのか、子供本人の意見を聴取する手続なしで家裁の許

可を不要とすることについては消極的だという御意見として承りました。 

○落合委員 落合です。私、子の氏のことなのですけれども、今いろいろお話を伺いながら

考えてきまして、家裁の許可を不要とするのに賛成です。それをはっきり申したいと思っ

て今、また手を挙げました。しかし、お母さんの再婚の場合だけではなくて、離婚のとき

のもということにしたらいいと思うのです。氏なんて、軽い感じで変えられるようにした

方がいいだろうということです。理由としては、親権という概念、これからどうするか分

からないですけれども、親権者と同じ氏にするには家裁の許可は要らないとか、例えばそ

ういうのはどうですか。そうすると、離婚した後、母親の氏になるのに何の問題もなく、

母親が再婚するなら、またそのときに許可が要らなくなるわけですね。それで、１５歳以

上で、また変えたければ変えたらいいし、子供も１５歳でなくて、もっと低い年齢でもい

いと思うのですよ、１２歳ぐらいとか、あるいはもっと低い年齢でも。子供が自分で変え

たいと思ったらいいというようなことで、家裁の許可が要るなんていう大仰なことにしな

いという方がいいのではないかと思うのです。という意見です。 

○大村部会長 ありがとうございます。全体として氏の変更についての規律を弱めるという

方向で考えるというのがよいのではないかという御意見として伺いました。 

○戒能委員 最後の第７、その他でもよろしいですか。２巡目の議論に是非取り上げていた

だきたいということで、父母の離婚等に伴う子の養育に関する紛争における家裁の、ＤＶ

や虐待とか、高葛藤ケースの対応の実際といいましょうか、その辺をもう少し詳しくお話

を聞きたいし、議論をした方がいいのではないかという、これは私の要望です。 

○大村部会長 ありがとうございました。ＤＶ等の場合も含めて、高葛藤の夫婦に対する家

裁の対応の実情について、もう少し知りたいという御要望として承りました。 

  今、戒能委員からは第７についての御発言がありましたけれども、他の委員幹事から、

第７についての御意見もあれば、併せて頂きたいと思います。 

○原田委員 弁護士の原田です。家裁の氏の変更に関しては、チャットに今の状態を書かせ

ていただいて、家裁の許可というのもほとんど有名無実化している現実があります。だか

ら要らないというのか、だからあってもいいではないかというのは、少し意見が分かれる

かもしれませんが、どちらにしても、今は子供が１５歳になっていると、子供の名前で申

立てをしますけれども、親が子供にこれを書いてと言ってやるような場合もありますし、

逆に、子供が氏を変えたくないというから婚氏続称している人も多いという実態があると

思います。 

  それから、議論していない部分についてという点については、今、戒能委員がおっしゃ

ったような、私も同意見なのですけれども、子供の意思をどう確認するかという点は、全

ての手続に関連するとして一つの議題として議論されましたけれども、ＤＶや高葛藤があ

るケースについて、それは別としてというような形で横に置かれてきたと思うのですけれ

ども、虐待とかＤＶとかをどういう範囲で考えるのかという問題と、それから、それがあ



 - 45 -

ると誰がどう判断するのかという問題と、ではそれをどのように扱うのかという問題が、

手続的な問題も含めて、あるのではないかと、そういうリスクがある場合をどのように扱

うのかという点についての議論がやはり必要なのではないかと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。１点、家裁の許可について、実態についての御紹介

ないし御意見を頂きました。それから、もう１点は、ＤＶ等について戒能委員の意見を受

けて、議論する機会があった方がよいという御要望を頂きました。１点目、チャットで送

っていただいたということなのですけれども、その内容について事務当局の方から、今、

かいつまんで御紹介を頂きたいと思います。 

○北村幹事 今書き込んでいただいたのは、原田委員からは、氏の変更は家裁の許可が要る

のですけれども、福岡では申立書の書式に当事者名を書いて、理由として父母の離婚にチ

ェックを入れられれば無審尋で許可が出ていると、郵送で申し立てて１、２週間で結論が

出る、東京家裁では１、２時間待てば決定をもらえるそうだということでの御意見を頂き

ました。 

○大村部会長 ありがとうございました。今のような形で記録に残させていただきたいと思

います。 

  そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、本日用意いたしました部会資料１１「残された論点の検討」という資料につ

いて、御意見を頂いたということにさせていただきたいと思います。これで１巡目の議論

が終わりましたので、次回会議からは２巡目に入るということになるかと思います。事務

局においては、これまでの議論を踏まえまして、２巡目に向けての論点を整理した資料を

御用意いただくということになるかと思います。 

  本日の審議はここまでということにさせていただきたいと思いますが、次回の議事日程

等につきまして、事務当局の方から御説明を頂きたいと思います。 

○北村幹事 次回の日程は、令和４年２月２２日火曜日、午後１時３０分から午後５時３０

分まで、場所は改めて御連絡いたします。 

  次回は、先ほど部会長から御指示いただきましたように、１巡目の議論を今日終えまし

たので、それを踏まえた資料というのを御準備させていただいて、２巡目の議論に入りた

いと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  次回以降、２巡目の議論に入りたいと思っております。本日のところはこれで終了とい

うことにさせていただきたいと思います。 

  法制審議会家族法制部会の第１１回会議を閉会させていただきます。 

  本日も熱心な御審議を賜りまして、ありがとうございました。閉会いたします。 

－了－ 


